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一

問
題
意
識
の
提
示

商
法
四
条
一
項
は
、
い
わ
ゆ
る
固
有
の
商
人
に
つ
い
て
、「
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
商
人
」
と
は
、
自
己
の
名
を
も
っ
て
商
行
為

を
す
る
こ
と
を
業
と
す
る
者
を
い
う
」
と
の
定
義
を
示
し
て
い
る
（

）。
同
条
項
に
い
う
「
業
と
す
る
」
の
意
義
に
つ
い
て
、
学
説
は
、

1

「
業
と
す
る
」
と
は
、
す
な
わ
ち
「
営
業
と
す
る
」
の
意
味
で
あ
っ
て
、
営
利
の
目
的
を
も
っ
て
同
種
行
為
を
反
復
継
続
し
て
行
う

こ
と
で
あ
る
と
の
説
明
を
し
て
き
た
。「
業
と
す
る
」
の
一
語
に
営
利
性
と
反
復
継
続
性
の
二
つ
の
意
味
を
読
み
取
る
べ
き
こ
と
を

説
い
て
き
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
目
的
と
さ
れ
る
「
商
行
為
」
に
は
、
明
文
で
営
利
意
思
が
要
求
さ
れ
る
も
の
が

あ
る
の
に
（
商
法
五
〇
一
条
一
号
、
五
〇
二
条
柱
書
）、
四
条
一
項
に
お
い
て
再
び
営
利
性
を
要
求
す
る
の
は
極
め
て
不
自
然
な
こ
と

で
あ
る
。「
業
と
す
る
」
の
文
言
を
そ
の
よ
う
に
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
と
、
四
条
一
項
の
「
商
行
為
」
は
、
五
〇
一
条

な
い
し
五
〇
二
条
に
よ
り
定
義
さ
れ
る
商
行
為
概
念
か
ら
営
利
性
を
差
し
引
い
た
概
念
と
し
て
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に

な
り
そ
う
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
商
人
と
い
う
、
商
法
典
に
と
っ
て
最
も
基
礎
的
な
概
念
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
定
め
る
規
定
の
文
理

解
釈
が
許
さ
れ
ず
、
か
え
っ
て
明
文
に
な
い
要
件
を
加
え
て
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
も
不
可
思
議
な
こ
と
で
あ
る
（

）。
2

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
四
条
一
項
の
解
釈
を
検
証
し
、
商
人
の
営
利
性
に
つ
い
て
改
め
て
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
併
せ
て
、

商
法
の
他
の
条
文
で
「
業
と
す
る
」・「
業
ト
ス
ル
」
な
る
文
言
が
用
い
ら
れ
る
場
合
の
解
釈
に
つ
い
て
も
検
討
す
る
。

二

商
法
四
条
一
項
の
解
釈

㈠

学
説

右
に
述
べ
た
よ
う
に
、
商
法
四
条
一
項
に
関
す
る
通
説
は
、
現
行
商
法
制
定
当
初
よ
り
一
貫
し
て
、「
業
と
す
る
」
の
「
業
」
の
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文
言
を
「
営
業
」
と
読
む
べ
き
こ
と
を
説
き
、「
商
行
為
を
す
る
こ
と
を
業
と
す
る
」
と
い
う
の
は
、
商
行
為
を
、
営
利
の
目
的
の

下
、
反
復
継
続
し
て
行
う
こ
と
だ
と
解
釈
し
て
き
た
。
こ
れ
ま
で
の
解
釈
を
整
理
す
る
と
、
①
「
業
と
す
る
」
を
「
営
業
と
す
る
」

あ
る
い
は
「
営
業
と
し
て
す
る
」
と
読
み
替
え
て
理
解
し
た
上
で
、
主
体
の
営
利
性
を
要
件
と
す
る
解
釈

（

)(
)(
)(
）、
②
「
営
業
」
と
い
う
言

3

4

5

6

葉
は
使
用
し
な
い
も
の
の
主
体
の
営
利
性
を
要
求
す
る
解
釈
（

）と
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
（
本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
の
見
解
を
ま
と
め
て

7

「
通
説
」
と
す
る

（

)(
））。
ま
た
、
判
例
も
こ
の
考
え
方
を
前
提
に
し
た
判
断
を
示
し
て
い
る
（

）。
こ
れ
ら
の
解
釈
に
従
う
な
ら
ば
、
商
人
で

8

9

10

あ
る
か
否
か
の
決
定
に
当
た
り
、
四
条
一
項
に
よ
り
、
そ
の
主
体
の
営
利
目
的
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
営
利
の
目
的
と
は
、

論
者
に
よ
り
表
現
に
幅
が
あ
る
が
、
利
益
獲
得
を
目
指
す
こ
と
で
あ
る
（

）。
11

通
説
が
、
文
理
に
は
な
い
営
利
目
的
を
付
け
加
え
て
解
釈
し
た
の
は
、
次
の
二
つ
の
理
由
に
よ
る
と
説
明
さ
れ
る
（

）。
第
一
に
、
商

12

行
為
の
う
ち
に
は
、
必
ず
し
も
営
利
の
意
思
が
要
求
さ
れ
な
い
も
の
が
存
在
す
る
こ
と
、
第
二
に
、
商
法
中
、
他
の
箇
所
で
「
業
と

す
る
」・「
業
ト
ス
ル
」
と
あ
る
場
合
（
四
条
二
項
、
五
四
三
条
、
五
五
一
条
、
五
五
八
条
、
五
五
九
条
、
五
六
九
条
、
五
九
七
条
）
に

「
営
業
と
す
る
」
の
意
味
に
理
解
す
べ
き
こ
と
、
の
二
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
商
法
五
〇
一
条
で
絶
対
的
商
行
為
と
さ
れ
る
も
の

の
う
ち
、
一
号
後
段
、
二
号
後
段
、
三
号
、
四
号
は
営
利
意
思
が
要
求
さ
れ
て
お
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
、
商
行
為
を
す
る
こ
と
だ
け

で
は
営
利
目
的
が
要
求
さ
れ
な
い
場
合
が
あ
る
と
こ
ろ
、
第
二
の
点
（
商
法
中
他
の
箇
所
と
の
平
仄
）
を
併
せ
て
考
え
れ
ば
、
四
条
一

項
の
「
業
と
す
る
」
と
い
う
文
言
の
う
ち
に
営
利
目
的
が
要
求
さ
れ
、
結
局
、
商
人
と
さ
れ
る
に
は
営
利
性
が
必
要
に
な
る
と
い
う

こ
と
で
あ
ろ
う
。

四
条
一
項
の
「
業
と
す
る
」
の
「
業
」
を
「
営
業
」
と
読
み
替
え
る
、
あ
る
い
は
、
そ
こ
に
営
利
性
を
要
求
す
る
と
い
う
解
釈
は
、

ほ
と
ん
ど
定
説
と
言
っ
て
よ
い
解
釈
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
疑
問
を
呈
す
る
も
の
も
な
い
で
は
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、「
本
来
、

「
業
」
そ
れ
自
体
の
既
定
概
念
に
は
「
営
利
」
の
意
味
は
含
ま
れ
て
い
な
い
」、「「
営
業
」
と
し
な
い
で
、
特
に
「
業
」
と
し
た
の
は
、

「
商
行
為
」
の
中
に
営
利
の
意
味
を
含
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
り
〈
中
略
〉
法
文
の
表
現
は
適
切
で
あ
る
と
い
え
よ
う

（

)(
）」

と
す
る
も
の

13

14
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が
あ
っ
た
。

こ
の
指
摘
に
あ
る
よ
う
に
、
通
説
に
従
っ
て
四
条
一
項
で
営
利
性
を
要
求
す
る
と
、
明
文
で
営
利
意
思
が
要
求
さ
れ
る
商
行
為
を

目
的
と
す
る
主
体
の
商
人
性
を
考
え
る
場
合
、
二
重
に
営
利
性
を
要
求
す
る
こ
と
に
な
る
。
通
説
は
、
基
本
的
商
行
為
で
営
利
意
思

が
要
求
さ
れ
な
い
場
合
に
備
え
て
そ
の
よ
う
に
解
す
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
う
で
あ
る
に
し
て
も
四
条
一
項
に
お
い
て
一
般

的
に
営
利
意
思
を
要
求
す
る
こ
と
は
奇
妙
な
こ
と
の
よ
う
に
も
思
え
る
。
そ
こ
で
改
め
て
、
商
行
為
概
念
に
求
め
ら
れ
る
営
利
性
に

つ
い
て
検
討
し
て
み
る
。

㈡

商
法
上
の
基
本
的
商
行
為
概
念
と
営
利
意
思

ま
ず
、
営
業
的
商
行
為
（
商
法
五
〇
二
条
（

））
に
つ
い
て
は
、「
営
業
と
し
て
」
さ
れ
な
け
れ
ば
商
行
為
に
な
ら
な
い
行
為
で
あ
る
か

15

ら
、
こ
れ
ら
の
行
為
が
商
行
為
と
さ
れ
た
と
き
は
既
に
そ
こ
に
営
利
の
意
思
が
含
ま
れ
て
い
る
。
改
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
。

次
に
、
前
述
の
指
摘
の
中
で
営
利
性
が
認
め
ら
れ
な
い
と
さ
れ
た
も
の
を
見
て
い
く
。
指
摘
が
あ
っ
た
の
は
、
商
法
五
〇
一
条
一

号
後
段
、
二
号
後
段
、
三
号
、
四
号
で
あ
る
。

商
法
五
〇
一
条
一
号
後
段
と
二
号
後
段
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
投
機
購
買
の
実
行
売
却
と
、
投
機
売
却
の
実
行
購
買
の
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
一
号
と
二
号
の
行
為
の
う
ち
、
そ
の
実
行
行
為
に
つ
い
て
営
利
の
意
思
が
認
め
ら
れ
な
い
と
の
こ
と
で
あ
る
。
検
討
に
入

る
前
に
、
二
号
の
法
文
に
は
、
一
号
に
見
ら
れ
る
「
利
益
を
得
て
譲
渡
す
る
意
思
」
の
如
き
文
言
が
な
い
が
、
二
号
の
行
為
に
一
号

と
同
様
の
営
利
意
思
を
要
す
る
こ
と
に
つ
い
て
学
説
に
争
い
は
な
い
（

）。
立
法
の
際
も
、
こ
こ
に
営
利
意
思
が
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
は

16

当
然
の
こ
と
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
（

）。
先
の
指
摘
は
、
両
号
の
前
段
の
行
為
に
は
営
利
意
思
が
要
求
さ
れ
て
い
る
も

17

の
の
、
後
段
の
実
行
行
為
に
は
要
求
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
一
号
で
、「
利
益
を
得
て
譲
渡
す
る
意
思
」
は
、

前
段
の
当
初
行
為
に
の
み
係
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
、
後
段
の
実
行
行
為
に
は
求
め
ら
れ
て
い
な
い
か
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、

法学研究 85 巻 1 号（2012：1）
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両
号
の
行
為
に
必
要
と
さ
れ
る
営
利
意
思
は
、
当
初
の
行
為
の
み
な
ら
ず
実
行
行
為
ま
で
通
し
て
の
全
体
に
渡
る
も
の
で
あ
っ
て
、

そ
う
し
た
営
利
意
思
が
当
初
行
為
の
時
点
で
必
要
と
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
（

）。
両
号
は
、
当
初
行
為
と
実
行
行
為
と

18

が
全
体
と
し
て
営
利
の
計
画
の
下
に
ま
と
め
ら
れ
る
と
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
行
為
を
商
行
為
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
実
行
行
為
に
営

利
意
思
が
な
い
と
は
言
え
な
い
と
考
え
ら
れ
る
（

）。
ま
た
、
実
行
行
為
に
よ
り
結
果
と
し
て
目
論
見
ど
お
り
の
利
益
を
得
ら
れ
な
い
と

19

き
（
一
号
の
場
合
で
言
え
ば
原
価
割
れ
の
販
売
）
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
実
行
行
為
が
商
行
為
と
さ
れ
る
の
は
、
こ
こ
に
営
利
意
思
を
要

し
な
い
か
ら
で
あ
る
と
す
る
が
、
損
失
を
最
小
限
度
に
食
い
止
め
る
た
め
、
あ
る
い
は
で
き
る
だ
け
小
さ
く
す
る
た
め
、
当
面
の
損

失
を
承
知
で
実
行
行
為
に
踏
み
切
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
む
し
ろ
こ
こ
に
も
営
利
の
意
思
が
見
ら
れ
る
と
言
う
べ
き
で
あ
る
（

）。
両
号

20

後
段
の
行
為
に
も
営
利
意
思
は
存
在
す
る
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

三
号
は
、
取
引
所
に
お
い
て
す
る
取
引
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
、
法
文
上
は
営
利
意
思
が
要
求
さ
れ
て
い
な
い
が
、
立
法
の
際
に
は

こ
の
行
為
に
つ
い
て
「
儲
ケ
ル
處
ノ
意
思
ア
ル
ニ
相
違
ナ
キ
ヲ
以
テ
（

）」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
敢
え
て
法
文
に
書
く
ま
で
も
な
く
営

21

利
意
思
が
含
ま
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
明
文
で
営
利
意
思
が
要
求
さ
れ
て
い
な
い
の
は
二
号
と
同
様
で

あ
っ
て
、
二
号
、
三
号
と
も
、
敢
え
て
法
文
に
示
さ
ず
と
も
、
こ
こ
に
営
利
意
思
が
含
ま
れ
る
こ
と
は
当
然
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
て
い

た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
学
説
に
お
い
て
も
、「
通
常
は
強
度
の
営
利
性
（

）」
の
あ
る
行
為
と
し
て
説
明
さ
れ
る
の
は
、
同
じ
趣
旨
で

22

あ
ろ
う
。
三
号
の
行
為
に
つ
い
て
営
利
意
思
が
存
在
し
な
い
と
考
え
る
の
は
妥
当
で
な
い
。
も
っ
と
も
、
取
引
所
取
引
の
商
行
為
性

に
と
っ
て
営
利
目
的
は
要
件
で
は
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
三
号
の
行
為
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
基
本
的
商
行
為
に
含
め
る
べ
き
で
な
い
と
す
る
見
解
も
有
力
で
あ
る

（

)(
）。
取
引
所

23

24

取
引
は
、
通
常
、
会
社
た
る
会
員
業
者
に
の
み
許
さ
れ
る
（
金
融
商
品
取
引
法
一
一
一
条
一
項
、
一
一
三
条
一
項
、
商
品
先
物
取
引
法
九

七
条
一
項
・
二
項
参
照
）
か
ら
、
現
行
法
に
お
い
て
は
会
社
の
行
為
と
し
て
商
行
為
と
な
ろ
う
（
会
社
法
五
条
）。
会
社
法
制
定
前
に

お
い
て
も
、
こ
れ
を
自
己
の
た
め
に
行
う
者
の
行
為
は
五
〇
一
条
一
号
・
二
号
に
該
当
す
る
こ
と
に
な
る
。
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
メ
イ
ク

商人概念における営利性
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方
式
を
採
用
す
る
取
引
所
に
お
け
る
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
メ
イ
カ
ー
と
て
、
営
利
性
は
否
定
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
そ
の
行
為
は
原

則
と
し
て
五
〇
一
条
一
号
・
二
号
に
該
当
す
る
と
解
さ
れ
る
。
ま
た
、
他
人
の
委
託
に
よ
る
場
合
は
取
次
業
者
（
五
〇
二
条
一
一
号
）

の
委
託
事
務
処
理
と
し
て
附
属
的
商
行
為
（
五
〇
三
条
）
に
該
当
す
る
（

）。
確
か
に
、
五
〇
一
条
三
号
の
行
為
は
、
他
の
商
行
為
と
重

25

複
し
、
独
立
に
商
行
為
と
し
て
お
く
意
味
は
薄
い
よ
う
で
も
あ
る
（

）。
し
か
し
、
取
引
所
の
扱
う
商
品
が
多
様
化
す
る
今
日
、
五
〇
一

26

条
一
号
・
二
号
の
目
的
物
に
収
ま
り
き
ら
な
い
も
の
も
相
当
に
出
て
き
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
ペ
ー
パ
レ
ス
化
さ
れ

た
株
式
や
債
権
（

）、
排
出
量
取
引
の
排
出
権
（

）、
卸
電
力
取
引
所
に
お
け
る
電
力
取
引
な
ど
は
含
ま
れ
そ
う
に
な
い
。
む
し
ろ
三
号
の
独

27

28

自
性
を
認
め
、
基
本
的
商
行
為
に
含
め
て
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
（

）。
29

四
号
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
、
そ
こ
に
言
う
「
手
形
そ
の
他
の
商
業
証
券
」
と
は
、
広
く
有
価
証
券
一
般
を
指
す
も
の
で
は
な
く
、

手
形
を
典
型
と
す
る
信
用
証
券
（
金
銭
の
支
払
を
目
的
と
す
る
流
通
可
能
な
信
用
証
券
）
を
指
す
も
の
と
し
て
理
解
す
べ
き
で
あ
る
（

）。
30

そ
う
す
る
と
、「
商
業
証
券
に
関
す
る
行
為
」
と
は
、
実
質
的
行
為
に
関
わ
り
な
く
、
証
券
上
の
行
為
（
証
券
の
振
出
、
引
受
、
裏
書
、

保
証
な
ど
の
証
券
自
体
に
な
さ
れ
る
行
為
）
の
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
証
券
を
目
的
と
す
る
売
買
、
消
費
貸
借
等
の
実
質

的
行
為
（

）は
含
ま
な
い

（

)(
）。

し
た
が
っ
て
、
四
号
の
行
為
は
、
商
人
概
念
の
基
礎
た
る
基
本
的
商
行
為
に
は
含
ま
れ
な
い

（

)(
）。

四
号
の
行
為

31

32

33

34

35

は
、
営
利
意
思
の
有
無
を
問
題
と
す
る
こ
と
な
く
、
絶
対
的
に
商
行
為
と
な
る
と
こ
ろ
に
意
味
が
あ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
絶
対
的
商

行
為
が
自
動
的
に
基
本
的
商
行
為
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
商
人
概
念
の
基
礎
と
な
る
商
法
上
の
基
本
的
商
行
為
は
五
〇
一
条
一
号
・
二
号
・
三
号
、
お
よ
び
五
〇
二
条
列

挙
の
行
為
で
あ
る
と
理
解
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
し
て
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
こ
れ
ら
の
商
行
為
に
は
営
利
意
思
が
含
ま
れ
て
い
る
と

解
す
べ
き
で
あ
る
（
こ
れ
ら
の
う
ち
五
〇
一
条
三
号
を
除
く
行
為
で
は
、
営
利
意
思
が
な
け
れ
ば
商
行
為
と
な
ら
な
い
。
五
〇
一
条
三
号
の

行
為
に
は
当
然
に
営
利
意
思
が
含
ま
れ
る
）。
そ
う
す
る
と
、
商
人
の
定
義
で
、
商
行
為
の
要
件
の
他
に
、
営
利
性
を
求
め
る
と
奇
妙

な
こ
と
に
な
る
。
営
利
性
は
、
四
条
一
項
に
言
う
「
商
行
為
」
成
立
の
際
、
既
に
決
せ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（

）。
四
条
一
項
の

36
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「
業
と
す
る
」
に
営
利
の
目
的
を
読
み
込
む
解
釈
は
適
切
で
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
従
来
の
説
明
、
す
な
わ
ち
、
四
条
一
項
に

言
う
商
行
為
に
は
、
営
利
意
思
が
含
ま
れ
る
も
の
も
あ
れ
ば
そ
う
で
な
い
も
の
も
あ
る
か
ら
、
含
ま
れ
な
い
場
合
に
備
え
て
「
業
と

す
る
」
の
中
に
営
利
意
思
を
要
求
す
る
と
い
う
説
明
も
、
思
え
ば
説
得
的
で
は
な
か
っ
た
。
仮
に
こ
の
解
釈
に
従
う
と
す
れ
ば
、
商

行
為
に
営
利
意
思
が
含
ま
れ
る
場
合
に
は
、
同
じ
こ
と
を
重
ね
て
述
べ
る
こ
と
に
な
る
。
む
し
ろ
右
に
述
べ
た
よ
う
に
、
元
来
、
商

法
が
定
め
る
基
本
的
商
行
為
の
う
ち
に
は
、
営
利
意
思
の
な
い
も
の
は
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
四
条
一
項
で
重
ね
て
営

利
性
を
問
う
必
要
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
法
文
の
表
現
こ
そ
適
切
と
い
う
べ
き
で
あ
る
（

）。
商
法
四
条
一
項
の
「
業
と
す
る
」
は
文

37

理
ど
お
り
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。

㈢

改
正
前
担
保
付
社
債
信
託
法
上
の
商
行
為

明
治
三
八
年
制
定
の
担
保
付
社
債
信
託
法
に
も
商
行
為
が
定
め
ら
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
平
成
一
八
年
改
正
前
担
保
付
社
債
信

託
法
三
条
は
同
法
に
よ
る
信
託
の
引
受
を
、
ま
た
、
平
成
五
年
改
正
前
担
保
附
社
債
信
託
法
二
九
条
二
項
は
担
保
付
社
債
発
行
に
関

す
る
信
託
契
約
の
当
事
者
以
外
の
者
（
第
三
者
）
に
よ
る
社
債
総
額
の
引
受
を
、
そ
れ
ぞ
れ
商
行
為
と
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
は
、
法

文
上
、
営
利
意
思
が
要
求
さ
れ
て
い
な
い
。
学
説
で
は
、
こ
れ
ら
を
専
業
と
す
る
者
が
存
在
し
な
い
と
し
て
（

）、
基
本
的
商
行
為
性
を

38

否
定
す
る
見
解
も
有
力
で
あ
っ
た

（

)(
)(
）。

し
か
し
、
実
害
が
な
い
限
り
、
実
益
が
な
い
と
の
理
由
で
そ
の
基
本
的
商
行
為
性
を
否
定
す
る

39

40

41

こ
と
は
適
切
で
な
か
ろ
う
（

）。
こ
こ
に
率
直
に
営
利
意
思
の
要
求
さ
れ
な
い
基
本
的
商
行
為
の
存
在
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（

)(
）。
し

42

43

44

か
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
直
ち
に
商
法
四
条
一
項
の
「
業
と
す
る
」
に
営
利
性
を
読
み
込
ん
で
解
す
べ
き
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
こ

れ
ら
の
商
行
為
を
業
と
し
て
行
う
主
体
を
商
人
と
す
る
た
め
に
営
利
性
が
必
要
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
条
文
の
い
ず
れ
か
に
お
い
て
営

利
性
を
補
っ
て
理
解
す
べ
き
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
候
補
と
な
る
の
は
「
業
と
す
る
」
だ
け
で
は
な
い
。
可
能
性
と
し
て
は
、
担
保

付
社
債
信
託
法
の
条
文
中
に
営
利
性
を
補
っ
て
理
解
す
る
こ
と
も
否
定
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
。
い
ず
れ
を
採
る
か
は
、
い
ず
れ
の
解
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釈
が
、
他
と
整
合
的
で
あ
る
か
に
よ
っ
て
決
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。「
業
と
す
る
」
の
文
言
に
一
般
的
に
営
利
性
が
含
ま
れ
る

と
す
る
従
来
の
解
釈
は
、
他
の
商
行
為
の
場
合
に
二
重
に
営
利
性
を
問
う
こ
と
に
な
っ
て
適
切
で
は
な
い
。
担
保
付
社
債
信
託
法
の

条
文
中
に
営
利
性
を
補
っ
て
理
解
す
る
こ
と
が
、
法
体
系
全
体
の
整
合
性
を
崩
す
こ
と
な
く
そ
れ
を
実
現
で
き
る
解
釈
で
あ
っ
た
よ

う
に
思
わ
れ
る
（

）。
45

㈣

小
括

こ
こ
ま
で
の
検
討
の
結
果
を
ま
と
め
る
と
、
商
人
概
念
の
基
礎
と
な
る
、
商
法
が
定
め
る
基
本
的
商
行
為
に
は
、
元
来
、
い
ず
れ

も
営
利
意
思
が
含
ま
れ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、
法
文
の
「
業
と
す
る
」
を
「
営
業
と
す
る
」
と
読
み
替
え
て
、
改
め
て
主
体
の
営

利
目
的
の
有
無
を
問
う
必
要
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
商
人
の
営
利
性
は
、
条
文
操
作
上
は
、
商
法
四
条
一
項

に
お
い
て
初
め
て
求
め
ら
れ
る
要
件
で
は
な
く
、
そ
の
前
段
階
で
あ
る
商
行
為
成
立
の
段
階
に
お
い
て
求
め
ら
れ
る
要
件
、
あ
る
い

は
そ
の
行
為
に
当
然
に
含
ま
れ
る
要
素
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
特
別
法
規
に
は
法
文
中
に
営
利
性
を
要
求
し
な
い
基
本
的
商

行
為
が
過
去
に
存
在
し
た
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
四
条
一
項
の
「
業
と
す
る
」
の
解
釈
を
改
め
る
べ
き
こ
と
に
も
な
ら
な
い
（

）。
仮
に
一

46

般
的
に
「
業
と
す
る
」
の
文
言
に
営
利
性
を
含
め
て
解
釈
す
る
と
、
商
法
上
の
基
本
的
商
行
為
の
場
合
と
の
整
合
性
が
と
れ
な
い
こ

と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
四
条
一
項
の
「
業
と
す
る
」
の
文
言
に
営
利
性
を
含
め
て
理
解
す
る
の
は
適
切
で
な
い

と
考
え
る
。

以
上
の
よ
う
に
解
し
た
上
で
、
い
わ
ゆ
る
固
有
の
商
人
の
有
す
る
営
利
性
の
内
容
を
説
明
す
れ
ば
、「
利
益
獲
得
を
目
指
す
こ
と
」

（
団
体
た
る
商
人
を
念
頭
に
置
け
ば
「
対
外
的
活
動
に
よ
り
利
益
獲
得
を
目
指
す
こ
と
」）
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
れ
は
、
基
本
的
商

行
為
が
商
人
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
場
合
に
、
そ
の
商
人
の
側
か
ら
、
商
人
の
活
動
に
含
ま
れ
る
営
利
性
を
説
明
し
た
も
の
で
あ
っ
た

わ
け
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
基
本
的
商
行
為
に
含
ま
れ
る
営
利
性
を
、
主
体
の
側
か
ら
表
現
し
た
も
の
が
、「
利
益
獲
得
を
目
指
す
こ
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と
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
商
人
の
営
利
性
の
内
容
と
し
て
従
来
か
ら
説
明
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
と
変
わ
ら
な
い
が
、
そ
の
由
来
は
、

四
条
一
項
の
「
業
と
す
る
」
で
は
な
く
、「
商
行
為
」、
す
な
わ
ち
五
〇
一
条
一
号
・
二
号
・
三
号
、
五
〇
二
条
の
中
に
求
め
ら
れ
る

べ
き
も
の
と
考
え
る
。

な
お
、「
業
と
す
る
」
の
解
釈
と
し
て
、
営
利
性
を
含
め
て
解
釈
す
る
の
は
、
法
文
で
営
利
意
思
を
要
求
さ
れ
な
い
商
行
為
を
基

本
的
商
行
為
と
し
て
認
め
る
た
め
で
あ
っ
て
、
一
般
的
に
営
利
性
を
要
求
す
る
も
の
で
は
な
い
と
の
反
論
も
考
え
ら
れ
る
。
五
〇
二

条
の
商
行
為
を
目
的
と
す
る
商
人
を
考
え
る
場
合
に
限
っ
て
は
、「
営
業
と
す
る
」
と
い
う
解
釈
を
し
な
い
と
す
る
立
場
も
、
過
去

に
は
存
在
し
た
（

）。
こ
の
立
場
に
よ
れ
ば
、
五
〇
二
条
の
商
行
為
を
目
的
と
す
る
商
人
の
営
利
性
は
、
そ
の
行
為
に
含
ま
れ
る
営
利
性

47

に
よ
る
も
の
と
説
明
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
本
稿
は
、
五
〇
一
条
の
商
行
為
に
つ
い
て
も
同
様
に
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
の

立
場
か
ら
、
商
人
概
念
一
般
に
つ
い
て
、
商
人
の
営
利
性
は
、「
業
と
す
る
」
の
解
釈
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
目
的
と
す
る
商
行
為

か
ら
導
き
う
る
こ
と
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
。

三

明
治
二
三
年
商
法
に
お
け
る
解
釈

前
章
ま
で
に
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
商
法
四
条
一
項
の
「
業
と
す
る
」
は
文
理
ど
お
り
読
む
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
こ
こ
に
営

利
目
的
を
要
求
す
る
こ
と
は
適
切
で
な
い
。
し
か
し
翻
っ
て
、
そ
も
そ
も
、
従
来
の
学
説
が
、「
営
業
」
と
読
み
替
え
、
さ
ら
に
は
、

法
文
に
は
な
い
営
利
性
を
要
求
し
よ
う
と
し
た
理
由
は
何
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
先
ほ
ど
示
し
た
理
由
付
け
を
見
る
限
り
、
積

極
的
な
理
由
が
あ
っ
て
そ
う
考
え
ら
れ
た
と
い
う
よ
り
は
、
消
極
的
な
も
の
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
商
人
の
企
業

性
か
ら
営
利
性
が
求
め
ら
れ
る
と
指
摘
す
る
も
の
が
あ
る
（

）。
し
か
し
、
そ
う
で
あ
る
と
す
る
と
、
法
文
を
離
れ
て
な
さ
れ
た
解
釈
で

48

あ
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
し
、
ま
た
そ
れ
な
ら
ば
、
い
わ
ゆ
る
企
業
法
説
を
採
ら
な
け
れ
ば
、
商
人
の
営
利
性
を
説
明
で
き
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な
い
こ
と
に
も
な
る

（

)(
）。

49

50

も
し
、
こ
こ
に
営
利
性
の
要
件
が
ど
う
し
て
も
必
要
で
あ
る
と
し
て
も
、「
業
と
す
る
」
に
そ
れ
を
読
み
込
む
べ
き
必
然
性
は
な

か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
条
文
に
は
な
い
け
れ
ど
も
「
商
行
為
」
の
文
言
の
前
に
「
営
利
の
目
的
を
も
っ
て
」
を
付
け

加
え
て
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
つ
ま
り
「
営
利
の
目
的
を
も
っ
て
商
行
為
を
業
と
す
る
者
」
と
い
う
具
合
に
読
む
）、
と
説
明
し
て

も
同
じ
こ
と
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
学
説
は
、
現
行
商
法
制
定
当
時
か
ら
ほ
ぼ
一
致
し
て
、「
営
業
と
す
る
」
の
意
味

で
あ
る
と
の
説
明
を
繰
り
返
し
て
き
た
。
な
ぜ
、
こ
れ
ま
で
の
学
説
は
揃
っ
て
、「
業
と
す
る
」
を
「
営
業
と
す
る
」
と
読
み
替
え

る
解
釈
を
採
っ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
点
に
関
連
し
て
、「
業
と
す
る
」
を
「
営
業
と
す
る
」
と
読
む
べ
き
こ
と
を
述
べ
た
上
で
、
そ
の
理
由
を
次
の
よ
う
に
説
明

す
る
も
の
が
あ
る
。

「
佛
商
法
ニ
於
テ
Profession
habituelle
タ
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
ト
謂
フ
モ
、
蓋
シ
同
義
ナ
ル
ベ
シ
。
同
一
行
爲
ノ
反
覆
セ
ラ
ル
ル
コ
ト
ハ
、

必
要
ナ
ル
觀
念
ナ
リ
ト
雖
モ
、
反
覆
セ
ラ
ル
ル
ノ
一
事
ヲ
以
テ
、
業
ト
稱
ス
ル
能
ハ
ズ
、
所
謂
Profession
卽
チ
不
斷
ノ
收
入
ニ
付
キ
淵

源
タ
ラ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
（

）」
51

実
に
、
こ
の
説
明
は
、
明
治
三
二
年
商
法
制
定
前
、
同
二
三
年
商
法
時
代
に
、
当
時
の
商
人
の
定
義
に
つ
い
て
な
さ
れ
て
い
た
説

明
と
符
合
す
る
（
以
下
そ
れ
ぞ
れ
「
新
商
法
」「
旧
商
法
」
と
す
る
）。

旧
商
法
に
お
い
て
、
商
人
の
定
義
を
規
定
し
て
い
た
の
は
、
九
条
一
項
で
あ
っ
た
。

「
商
人
ト
ハ
総
テ
商
業
ヲ
営
ム
者
ヲ
謂
ヒ
商
業
ヲ
営
ム
ト
ハ
常
業
ト
シ
テ
商
取
引
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
謂
フ
（

）」
52
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こ
の
九
条
一
項
の
「
常
業
」
の
解
釈
に
つ
い
て
、
梅
謙
次
郎
『
日
本
商
法
講
義
（

）』
七
一
頁
に
、
次
の
よ
う
な
説
明
が
見
ら
れ
る
。

53

「
此
常
業
ノ

字
ハ
草
案
ニ
無
カ
リ
シ
所
ナ
レ
ト
モ
草
案
ノ

字
聊
カ
不
明
ナ
ル
ヲ
以
テ
佛
國
商
法
ニ
傚
ヒ
之
ヲ
加
ヘ
タ
ル
モ
ノ
ナ
ラ
ン

然
レ
ト
モ
余
ハ
寧
ロ
之
ヲ
營
業
ト
改
メ
即
チ
商
人
ト
ハ
營
業
ト
シ
テ
商
取
引
ヲ
爲
ス
者
ヲ
謂
フ
ト
爲
ス
ノ
簡
明
ナ
ル
ニ
如
カ
ス
ト
信
ス
」

こ
の
よ
う
に
、
九
条
一
項
の
「
常
業
」
の
文
言
を
「
営
業
」
の
意
味
に
理
解
す
べ
き
こ
と
を
説
く
。

同
書
七
二
頁
に
は
、「
佛
國
ニ
於
テ
ハ
此
常
業
ノ

字
ニ
付
キ
從
來
學
者
間
ニ
多
少
ノ
議
論
ナ
キ
ニ
非
ス
請
フ
之
ヲ
職
業
ト
常
慣

ト
ノ
二
ニ
分
チ
テ
講
述
セ
ン
」
と
あ
り
、
原
文
に
は
、
こ
の
う
ち
、「
常
業
」
に
「
プ
ロ
フ
エ
ツ
シ
ヨ
ン
、
ア
ビ
チ
ユ
エ
ー
ル
」
と
、

「
職
業
」
に
「
プ
ロ
フ
エ
シ
ヨ
ン
」、「
常
慣
」
に
「
ア
ビ
チ
ユ
ー
ド
」
と
の
ル
ビ
が
そ
れ
ぞ
れ
振
ら
れ
て
い
る
。「
常
業
」
を
「
営

業
」
と
読
み
替
え
る
べ
き
こ
と
の
真
意
は
、
フ
ラ
ン
ス
法
の
profession
habituelle
と
同
義
に
捉
え
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
で
あ

る（
）。
す
な
わ
ち
、「
常
業
」
の
文
言
に
は
、「
職
業
」（
profession）
お
よ
び
「
常
慣
」（
habitude）
の
二
つ
の
意
味
が
込
め
ら
れ
て

54お
り
、
そ
れ
を
一
言
で
言
い
表
す
な
ら
ば
む
し
ろ
「
営
業
」
の
文
言
が
適
当
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
に
解
す
べ

き
理
由
と
し
て
、
同
書
七
四
頁
は
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

「
商
取
引
ヲ
常
慣
ト
ス
ル
モ
若
シ
之
ヲ
以
テ
職
業
ト
セ
サ
レ
ハ
敢
テ
商
人
ト
爲
ス

能
ハ
ス
故
ニ
例
ヘ
ハ
一
人
ア
リ
日
々
手
形
ヲ
發
行
シ

之
ニ
著
名
ス
ル
モ
若
シ
其
人
之
ニ
依
テ
糊
口
ス
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
以
テ
商
人
ト
看
做
ス
可
カ
ラ
サ
ル
ナ
リ
而
シ
テ
余
ノ
見
ル
所
ニ
依
レ
ハ
前
ニ

一
言
セ
シ
カ
如
ク
凡
ソ
商
人
タ
ル
ニ
ハ
唯
商
取
引
ヲ
職
業
ト
ス
ル
ノ
一
事
ヲ
以
テ
足
リ
敢
テ
之
ヲ
常
慣
ト
ス
ル
ノ
必
要
ナ
シ
ト
信
ス
」
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こ
こ
か
ら
は
、「
常
業
」
の
文
言
を
「
営
業
」
と
読
み
替
え
る
こ
と
で
、「
商
取
引
」
の
う
ち
、
商
人
概
念
の
基
礎
と
な
り
う
る
商

取
引
と
そ
う
で
な
い
も
の
と
を
区
別
す
る
狙
い
が
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
手
形
の
振
出
行
為
の
よ
う
に
「
営
業
と
し
て
」
な
さ
れ

る
こ
と
の
な
い
商
取
引
と
、「
営
業
と
し
て
」
な
さ
れ
う
る
商
取
引
と
を
区
別
し
、
商
人
概
念
の
基
礎
と
な
る
商
取
引
を
選
別
す
る

役
割
を
与
え
る
た
め
、「
営
業
」
と
読
み
替
え
る
こ
と
が
提
唱
さ
れ
た
も
の
と
理
解
で
き
る

（

)(
）。

55

56

今
日
で
言
え
ば
、
商
法
五
〇
一
条
四
号
の
行
為
を
基
本
的
商
行
為
か
ら
排
除
す
る
た
め
の
解
釈
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
新
商
法
に

変
わ
っ
て
、
四
条
一
項
の
「
業
ト
ス
ル
」
を
「
営
業
と
す
る
」
な
い
し
「
営
業
と
し
て
す
る
」
と
理
解
す
る
と
の
解
釈
は
、
こ
の
よ

う
に
、
旧
商
法
時
代
の
「
常
業
」
を
「
営
業
」
と
理
解
す
る
解
釈
に
由
来
す
る
も
の
と
推
察
さ
れ
る
（

）。『
商
法
修
正
案
參
考
書
』（
明

57

治
三
一
年
六
月
）
も
、
新
商
法
四
条
一
項
に
つ
い
て
、「
本
條
ハ
旣
成
商
法
九
條
第
一
項
ト
略
ホ
其
意
義
ヲ
同
フ
ス
」（
同
書
八
頁
）

と
し
て
お
り
（

）、
旧
商
法
で
な
さ
れ
た
解
釈
が
新
商
法
に
そ
の
ま
ま
引
継
が
れ
た
と
し
て
も
お
か
し
く
な
い
で
あ
ろ
う
（

）。

58

59

現
代
に
お
い
て
も
、「
業
と
す
る
」
を
「
営
業
と
し
て
す
る
」
と
読
み
替
え
る
こ
と
で
、
商
法
五
〇
一
条
四
号
の
行
為
が
基
本
的

商
行
為
に
含
ま
れ
な
い
こ
と
を
述
べ
る
も
の
が
存
在
す
る
が
、
そ
れ
は
む
し
ろ
少
数
に
止
ま
る
（

）。「
業
と
す
る
」
を
「
営
業
と
す
る
」

60

と
読
み
替
え
、
そ
こ
に
含
ま
れ
る
「
営
利
性
」
を
強
調
す
る
今
日
の
解
釈
は
、
そ
う
し
た
当
初
の
意
図
を
忘
れ
た
解
釈
と
い
う
こ
と

に
な
ろ
う
（

）。
結
果
と
し
て
、
商
人
概
念
確
定
に
お
い
て
「
営
利
性
」
を
二
重
に
問
う
と
い
う
奇
妙
な
帰
結
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
あ

61

る
ま
い
か
（

）。
62

四

商
法
四
条
一
項
以
外
の
「
業
と
す
る
」・「
業
ト
ス
ル
」
の
解
釈

㈠

商
法
四
条
二
項

商
法
四
条
二
項
の
「
業
と
す
る
」
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
（

）。
こ
こ
に
営
利
の
目
的
を
要
求
す
べ
き
と
す
る
と
、
そ
こ
に
示
さ
れ
た
原

63
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始
産
業
を
営
利
の
も
の
と
非
営
利
の
も
の
と
に
分
け
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
そ
も
そ
も
観
念
し
得
な
い
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
商
法
四
条
二
項
の
「
業
と
す
る
」
は
文
理
ど
お
り
読
む
べ
き
で
あ
る
。

㈡

平
成
一
七
年
改
正
前
商
法
五
二
条
一
項

平
成
一
七
年
改
正
前
商
法
五
二
条
一
項
は
、
い
わ
ゆ
る
商
事
会
社
の
概
念
を
定
義
し
て
「
商
行
為
ヲ
為
ス
ヲ
業
ト
ス
ル
目
的
ヲ
以

テ
設
立
シ
タ
ル
社
団
ヲ
謂
フ
」
と
規
定
し
て
い
た
。
こ
の
「
業
ト
ス
ル
」
に
つ
い
て
も
、
四
条
一
項
の
場
合
と
同
様
に
、「
営
業
」

と
読
み
替
え
る
こ
と

（

)(
）、

あ
る
い
は
営
利
の
目
的
を
追
加
し
て
読
む
べ
き
こ
と

（

)(
)(
）と

さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
も
、「
業
ト
ス
ル
」

64

65

66

67

68

は
文
理
ど
お
り
読
む
べ
き
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
四
条
一
項
の
商
人
の
場
合
と
同
様
、
商
事
会
社
の
営
利
性
は
基
本
的
商
行
為
に

由
来
す
る
も
の
と
し
て
説
明
す
れ
ば
足
り
た
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ま
た
、
そ
こ
で
求
め
ら
れ
る
営
利
性
の
内
容
は
、
四
条
一

項
の
商
人
の
場
合
と
異
な
っ
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
固
有
の
商
人
も
商
事
会
社
も
、
営
利
性
の
根
拠
と
な
る
の
は
基
本
的

商
行
為
に
含
ま
れ
る
営
利
性
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
内
容
を
違
え
て
解
釈
す
る
の
は
不
自
然
と
い
う
他
な
い
。
民
事
会
社

の
営
利
性
は
、
改
正
前
商
法
五
二
条
二
項
の
法
文
上
明
ら
か
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
商
事
会
社
（
一
項
）
の
営

利
性
に
倣
っ
て
解
釈
す
べ
き
で
あ
っ
た
。
民
事
会
社
を
会
社
と
看
做
す
と
し
た
明
治
四
四
年
改
正
の
趣
旨
は
、
営
利
を
目
的
と
す
る

と
い
う
点
に
商
事
会
社
と
の
共
通
性
を
見
出
し
た
結
果
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

㈢

商
行
為
編

商
法
五
四
三
条
、
五
五
一
条
、
五
五
八
条
、
五
五
九
条
、
五
六
九
条
、
五
九
七
条
の
「
業
ト
ス
ル
」
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
（

）。
五
九

69

七
条
を
例
に
検
討
し
て
み
る
。
同
条
を
収
め
る
商
法
第
二
編
第
九
章
第
二
節
の
標
題
は
「
倉
庫
営
業
」
で
あ
る
。
他
方
で
、
五
〇
一

条
一
〇
号
は
、
寄
託
の
引
受
を
営
業
的
商
行
為
と
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
倉
庫
業
に
も
営
利
の
も
の
と
非
営
利
の
も
の
と
が
あ
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る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
農
業
倉
庫
業
法
三
条
が
、「
農
業
倉
庫
業
者
ハ
営
利
ヲ
目
的
ト
シ
テ
其
ノ
事
業
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得

ス（
）」

と
規
定
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
単
に
「
業
ト
ス
ル
」
と
の
み
規
定
す
る
法
文
は
、
節
の
名
の

70
「
営
業
」
と
対
立
す
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
も
、
節
の
名
と
対
立
さ
せ
て
読
む
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
節
の
名

か
ら
営
利
性
の
意
味
を
法
文
に
補
っ
て
解
釈
す
れ
ば
足
り
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
「
業
ト
ス
ル
」
の
部
分
に
補
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
決
ま
っ
て
い
る
も
の
で
も
な
い
。
む
し
ろ
な
ぜ
「
業
ト
ス
ル
」
の
箇
所
だ
け
に
営
利
の
意
味
を
込
め
る
必
要
が
あ
る
の
か

説
明
す
べ
き
で
あ
ろ
う
（

）。
五
四
三
条
そ
の
他
の
条
文
に
つ
い
て
も
同
様
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

71

㈣

小
括

以
上
の
と
お
り
、
商
法
全
体
に
渡
っ
て
、「
業
と
す
る
」・「
業
ト
ス
ル
」
の
文
言
を
「
営
業
と
す
る
」
と
読
み
替
え
て
解
す
る
必

要
は
な
か
っ
た
と
考
え
る
。

五

ま
と
め
と
展
望

本
稿
の
主
張
を
要
約
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。

商
人
の
定
義
を
定
め
る
商
法
四
条
一
項
の
「
商
行
為
」
す
な
わ
ち
基
本
的
商
行
為
は
、
商
法
五
〇
一
条
一
号
・
二
号
・
三
号
お
よ

び
五
〇
二
条
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
既
に
営
利
の
目
的
が
含
ま
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
四
条
一
項
に
お
い
て
営
利
性
を
加
え
て

読
む
べ
き
で
は
な
く
、「
業
と
す
る
」
の
文
言
は
文
理
ど
お
り
に
読
む
べ
き
で
あ
る
。
営
利
性
を
二
重
に
要
求
す
る
こ
と
に
な
っ
て

し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
か
つ
て
の
担
保
付
社
債
信
託
法
に
は
、
法
文
上
営
利
目
的
を
要
求
し
な
い
商
行
為
が
存
在
し
た
が
、
こ
の
た

め
に
「
業
と
す
る
」
に
営
利
性
を
加
え
て
読
む
必
要
も
な
い
。
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こ
の
よ
う
に
解
す
る
と
、
商
人
の
営
利
性
は
、
四
条
一
項
に
お
い
て
求
め
ら
れ
る
要
件
で
は
な
く
、
基
本
的
商
行
為
に
お
い
て
求

め
ら
れ
る
営
利
目
的
か
ら
導
か
れ
る
も
の
と
理
解
す
べ
き
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
本
稿
の
解
釈
に
よ
っ
て
も
、
伝
統
的
な
固
有

の
商
人
に
は
、「
そ
の
活
動
に
よ
っ
て
利
益
獲
得
を
目
指
す
」
と
い
う
意
味
で
の
営
利
目
的
が
認
め
ら
れ
る
。
た
だ
、
営
利
目
的
の

由
来
は
、
従
来
の
通
説
の
よ
う
に
四
条
一
項
の
「
業
と
す
る
」
の
解
釈
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
基
本
的
商
行
為
に
含
ま
れ
る
営
利
意

思
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
も
の
と
し
て
説
明
す
べ
き
で
あ
る
。

仮
に
、
法
文
に
営
利
性
を
補
っ
て
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
と
し
て
も
、
商
法
四
条
一
項
の
「
業
と
す
る
」
の
部
分
に
補
っ
て
読
む

こ
と
に
な
っ
た
の
は
な
ぜ
か
。
明
治
二
三
年
商
法
九
条
一
項
の
商
人
の
定
業
規
定
に
「
営
業
ト
シ
テ
商
取
引
ヲ
為
ス
コ
ト
」
と
の
文

言
が
あ
り
、
こ
の
「
常
業
」
の
文
言
を
、
フ
ラ
ン
ス
商
法
に
倣
っ
て
、「
営
業
」
と
読
み
替
え
る
と
す
る
解
釈
が
存
在
し
た
。
今
日

の
「
営
業
と
す
る
」
と
読
み
替
え
る
解
釈
は
、
こ
の
旧
商
法
時
代
の
解
釈
に
由
来
す
る
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
旧
商
法
時

代
の
解
釈
で
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
営
業
と
し
て
」
な
し
う
る
「
商
取
引
」
と
、
そ
う
で
な
い
も
の
と
を
分
か
ち
、
商
人
概
念
の
基

礎
と
な
る
商
取
引
を
選
別
す
る
意
味
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
今
日
、
通
説
に
お
い
て
、
そ
れ
を
踏
ま
え
た
解
釈
論
を
展

開
す
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
い
。

「
業
と
す
る
」「
業
ト
ス
ル
」
の
文
言
は
、
商
法
中
、
ほ
か
に
四
条
二
項
、
五
四
三
条
、
五
五
一
条
、
五
五
八
条
、
五
五
九
条
、
五

六
九
条
、
五
九
七
条
に
も
存
在
す
る
。
五
四
三
条
以
下
の
よ
う
に
、
法
文
に
営
利
性
を
補
っ
て
読
む
必
要
の
あ
る
条
文
も
存
在
す
る
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
場
合
に
つ
い
て
も
、「
業
ト
ス
ル
」
の
部
分
に
営
利
の
意
味
を
補
っ
て
解
釈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
特
別
な
理

由
も
な
い
の
で
あ
っ
て
、「
業
ト
ス
ル
」
の
文
言
自
体
は
文
理
ど
お
り
読
め
ば
足
り
る
。
四
条
二
項
の
「
業
と
す
る
」
に
つ
い
て
も
、

文
理
ど
お
り
読
ん
で
よ
い
と
解
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
会
社
法
は
、
会
社
が
営
利
の
目
的
を
持
つ
べ
き
存
在
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
明
文
の
規
定
を
置
い
て
い
な
い
。
こ
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の
た
め
、
会
社
が
対
外
的
活
動
に
よ
り
利
益
獲
得
を
目
指
す
と
い
う
意
味
で
の
営
利
性
を
必
要
と
す
る
か
に
つ
い
て
、
争
い
を
生
じ

た
。
こ
こ
で
、
仮
に
会
社
の
要
営
利
性
を
否
定
す
る
立
場
（
営
利
を
目
的
と
し
な
い
会
社
の
存
在
を
認
め
る
立
場
）
に
立
つ
と
（

）、
会
社

72

法
上
の
会
社
一
般
の
商
人
性
に
つ
い
て
疑
問
を
生
ず
る
こ
と
に
な
る
。
伝
統
的
な
商
法
四
条
一
項
の
解
釈
に
従
え
ば
、
商
行
為
を

「
営
業
と
し
て
」
す
る
者
が
商
人
に
な
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
会
社
の
う
ち
非
営
利
目
的
会
社
に
つ
い
て
商
人
性
を
否
定
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
り
そ
う
で
あ
る
（

）。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
右
に
述
べ
て
き
た
よ
う
に
「
業
と
す
る
」
を
文
理
解
釈
す
れ
ば
、
た

73

と
い
会
社
の
要
営
利
性
を
否
定
す
る
立
場
に
立
っ
て
も
、
会
社
の
商
人
性
を
導
く
こ
と
に
障
碍
は
な
い
（

）。
74

（

）
平
成
一
七
年
改
正
前
商
法
四
条
一
項
は
、「
本
法
ニ
於
テ
商
人
ト
ハ
自
己
ノ
名
ヲ
以
テ
商
行
為
ヲ
為
ス
ヲ
業
ト
ス
ル
者
ヲ
謂
フ
」
と

1規
定
し
て
い
た
。
本
条
項
の
内
容
に
実
質
的
変
更
は
な
い
も
の
と
し
て
、
以
下
で
は
原
則
と
し
て
、
改
正
前
後
の
解
釈
を
特
に
区
別
す
る

こ
と
な
く
引
用
す
る
。

（

）
伝
統
的
な
多
数
学
説
は
、
五
〇
二
条
の
商
行
為
に
つ
い
て
、
商
行
為
概
念
が
商
法
の
適
用
対
象
を
画
す
る
概
念
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

2同
条
の
商
行
為
は
限
定
列
挙
で
あ
る
と
解
し
、
各
号
に
つ
い
て
類
推
解
釈
も
許
さ
れ
な
い
と
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

（

）
「
営
業
と
す
る
」
と
読
む
べ
き
こ
と
を
説
く
学
説
と
し
て
、
安
東
俊
明
＝
古
閑
又
五
郎
『
改
正
商
法
講
義
第
一
編
總
則
』（
明
治
三
二

3年
六
月
）
六
頁
、
皷
錬
之
助
『
現
行
商
法
通
解
上
卷
（
三
版
）』（
明
治
三
五
年
五
月
）
六
頁
、
青
木
徹
二
『
商
法
總
論
』（
明
治
三
六
年

九
月
）
一
〇
五
頁
、
寺
尾
元
彦
『
商
法
原
理
第
一
巻
總
則
』（
大
正
八
年
九
月
）
七
六
〜
七
八
頁
、
松
本
烝
治
『
商
法
總
論
』（
大
正
一
二

年
五
月
）
一
〇
六
頁
、
烏
賀
陽
然
良
『
商
法
要
論
總
論
會
社
』（
昭
和
二
年
五
月
）
四
八
頁
注
四
、
竹
田
省
『
商
法
總
則
』（
昭
和
七
年
二

月
）（
合
冊
復
刻
版
・
平
成
九
年
七
月
）
五
六
〜
五
七
頁
、
花
岡
敏
夫
『
商
法
總
則
・
会
社
法
』（
昭
和
一
〇
年
四
月
）
三
八
頁
、
田
中
耕

太
郎
『
改
正
商
法
総
則
概
論
』（
昭
和
一
三
年
八
月
）
二
五
四
〜
二
五
五
頁
、
西
原
寛
一
『
日
本
商
法
論
第
一
巻
（
改
訂
）』（
昭
和
二
五

年
六
月
）
二
三
六
頁
、
大
隅
健
一
郎
『
商
法
総
則
〔
新
版
〕』（
昭
和
五
三
年
九
月
）
九
一
頁
、
高
鳥
正
夫
『
商
法
総
則
・
商
行
為
法
（
改

訂
版
）』（
昭
和
五
七
年
三
月
）
五
九
頁
、
岩
崎
稜
「
商
法
の
適
用
範
囲
と
商
人
概
念
」
竹
内
昭
夫
＝
龍
田
節
『
現
代
企
業
法
講
座
第
１
巻

企
業
法
総
論
』（
昭
和
五
九
年
一
一
月
）
七
六
頁
、
平
出
慶
道
『
商
行
為
法
〔
第
二
版
〕』（
平
成
元
年
六
月
）
二
一
頁
、
岩
本
慧
『
新
訂
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商
法
Ⅰ
（
総
則
商
行
為
法
）』（
平
成
一
〇
年
一
一
月
）
四
四
頁
、
鴻
常
夫
『
商
法
総
則
新
訂
第
５
版
』（
平
成
一
一
年
四
月
）
一
〇
三
頁
、

田
邊
光
政
『
商
法
総
則
・
商
行
為
法
第
３
版
』（
平
成
一
八
年
五
月
）
三
九
頁
、
洲
崎
博
史
（
稿
）
森
本
滋
（
編
）『
商
法
総
則
講
義
第
３

版
』（
平
成
一
九
年
七
月
）
三
四
頁
、
大
塚
龍
二
（
稿
）
落
合
誠
一
ほ
か
『
商
法
Ⅰ
│
総
則
・
商
行
為
〔
第
４
版
〕』（
平
成
二
一
年
三
月
）

三
一
頁
な
ど
の
ほ
か
、
同
主
旨
の
説
明
と
し
て
、
横
塚
泰
助
『
改
正
商
法
義
解
（
三
版
）』（
大
正
四
年
五
月
）
一
四
頁
（「
營
業
ノ
略

語
」）、
柳
川
勝
二
『
改
正
商
法
正
解
（
四
版
）』（
大
正
五
年
九
月
）（
改
正
商
法
〔
明
治
四
四
年
〕
正
解
日
本
立
法
資
料
全
集
別
巻

・
226

復
刻
版
・
平
成
一
四
年
九
月
）
二
六
頁
（「
營
業
ト
ナ
ス
コ
ト
」）、
飯
島
喬
平
『
商
法
總
論
』（
大
正
五
年
）
六
四
頁
（「
營
業
ヲ
ナ
ス
ト

云
フ
ノ
義
ナ
リ
」）、
須
賀
喜
三
郎
『
商
法
總
則
論
』（
大
正
六
年
度
講
義
録
）
二
〇
頁
（「
業
ト
ス
ト
ハ
謂
フ
ハ
所
謂
營
業
（
主
觀
的
意
義

ニ
於
ケ
ル
）
ノ
コ
ト
ヲ
意
味
シ
」、
松
本
烝
治
＝
田
中
耕
太
郎
『
註
解
日
本
商
法
全
』（
大
正
一
一
年
九
月
）
四
頁
（「
業
ト
ス
ル
ト
ハ
營

業
ト
爲
ス
意
ナ
リ
」）、
野
津
務
『
商
法
總
則
第
二
部
（
営
業
論
）』（
昭
和
九
年
一
〇
月
）
三
七
頁
（「『
業
』
と
は
營
業
を
意
味
す
る
」）、

大
濱
信
泉
『
商
法
大
要
（
再
版
）』（
昭
和
二
三
年
三
月
）
六
頁
（「「
業
と
す
る
」
と
は
、
営
業
と
い
ふ
に
同
じ
」）、
武
市
春
男
『
新
訂
商

事
法
』（
昭
和
三
九
年
一
〇
月
）
七
〇
頁
（
営
業
ま
た
は
企
業
（
営
業
よ
り
も
意
味
が
広
い
）
と
す
る
意
味
）、
新
谷
勝
『
要
説
商
法
総

論
』（
平
成
二
年
四
月
）
一
六
頁
（「
営
業
と
す
る
」「
営
業
と
し
て
」）
が
あ
る
。

（

）
三
浦
義
道
『
商
法
總
論
』（
昭
和
三
年
六
月
）
五
六
頁
は
「「
業
と
す
る
」
と
云
ふ
は
繼
續
的
作
用
の
觀
念
を
要
す
。
而
し
て
商
行
爲

4を
爲
す
こ
と
を
業
と
す
る
と
云
ふ
は
當
然
收
益
の
觀
念
卽
營
利
の
觀
念
を
生
ず
。
故
に
「
業
と
す
る
」
と
云
ふ
は
「
營
利
の
意
思
を
以
て

す
る
作
用
の
集
合
な
り
」
と
解
す
べ
し
。
換
言
す
れ
ば
「
業
」
と
す
る
と
云
ふ
は
「
營
利
の
觀
念
を
以
て
行
ふ
」
こ
と
に
相
當
す
。
故

に

に
「
業
と
す
る
」
と
云
ふ
は
「
營
業
と
す
る
」
と
云
ふ
に
同
じ
。」。
同
頁
注
一
は
「
但
し
「
營
業
」
な
る
字
句
は
精

な
ら
ざ
る

用
語
な
り
。
之
を
「
業
を
營
む
と
」
讀
め
ば
必
ず
し
も
營
利
觀
念
を
伴
は
ざ
る
こ
と
あ
り
。
し
か
れ
ど
も

に
營
業
と
云
ふ
は
營
利
の

觀
念
を
其
骨
子
と
す
る
用
法
と
解
す
べ
し
。」
と
さ
れ
る
。

（

）
「
商
業
」
と
い
う
言
葉
か
ら
説
明
す
る
も
の
が
あ
る
。
志
田
鉀
太
郎
「
商
法
總
論
（
八
版
）」（
昭
和
四
年
四
月
）
一
〇
三
頁
は
、
商

5人
と
は
「
商
業
ノ
主
體
」
で
あ
る
と
し
て
、「
營
業
ヲ
爲
ス
者
タ
ル
コ
ト
」「
其
營
業
ノ
目
的
ハ
商
行
爲
ヲ
爲
ス
ニ
存
ル
コ
ト
」
な
ど
と
さ

れ
る
。
伊
澤
孝
平
『
註
解
商
法
総
則
（
三
版
）』（
昭
和
二
六
年
五
月
）
四
三
頁
は
、「
商
行
爲
を
業
と
す
る
と
は
、
商
業
を
營
む
と
の
意

で
あ
つ
て
、
業
と
す
る
と
は
、
利
益
を
得
る
目
的
を
以
て
計
畫
的
に
一
定
の
期
間
或
種
の
行
爲
を
反
覆
繼
續
し
て
行
う
こ
と
を
い
う
」
と

さ
れ
る
。
こ
の
説
明
に
つ
い
て
、
本
稿
注
（

）
参
照
。

57
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（

）
「
営
業
と
し
て
」
と
読
む
べ
き
こ
と
を
説
く
学
説
と
し
て
、
青
木
徹
二
『
改
訂
増
補
商
法
教
科
書
（
七
版
）』（
大
正
四
年
三
月
）
一

6七
頁
、
栗
栖
赳
夫
『
商
法
の
常
識
』（
昭
和
九
年
七
月
）
一
七
〜
一
八
頁
、
近
藤
龍
司
『
商
法
総
則
・
商
行
為
法
概
説
〔
改
訂
版
〕』（
昭

和
六
三
年
三
月
）
五
九
頁
な
ど
の
ほ
か
、
同
主
旨
の
説
明
と
思
わ
れ
る
も
の
と
し
て
、
青
山
衆
司
「
商
法
總
論
」（
昭
和
六
年
二
月
）
三

三
頁
（「
商
行
爲
ヲ
營
業
的
ニ
行
フ
者
ナ
リ
」）、
豊
田
悌
助
『
新
商
法
概
論
』（
昭
和
一
五
年
一
二
月
）
一
八
頁
（「
商
行
爲
を
營
業
と
し

て
爲
す
こ
と
な
り
」）、
松
岡
熊
三
郎
『
改
訂
商
法
綱
義
（
總
則
及
商
行
爲
）（
四
版
）』（
昭
和
二
三
年
一
〇
月
）
一
一
〇
頁
（「「
業
ト
ス

ル
」
と
は
素
よ
り
「
業
ト
ス
ル
（
五
〇
二
條
）」
と
同
意
義
で
あ
り
」）、
高
田
源
清
『
商
法
要
論
』（
昭
和
三
五
年
五
月
）
五
七
頁
（「「
営

業
と
し
て
」
ま
た
は
「
企
業
と
し
て
」
と
い
う
に
等
し
い
」）、
山
本
桂
一
『
商
法
の
は
な
し
』（
昭
和
四
五
年
五
月
）
三
九
頁
（「
商
人
は
、

商
行
為
を
な
す
こ
と
を
職
業
と
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
す
な
わ
ち
絶
対
的
商
行
為
を
一
回
だ
け
や
る
の
で
は
、
商
人
と
は
い

え
ま
せ
ん
（
営
業
的
商
行
為
は
、
営
業
と
し
て
や
る
こ
と
に
よ
り
商
行
為
と
な
る
わ
け
で
す
か
ら
、
問
題
が
な
い
わ
け
で
す
）。
職
業
と

し
て
あ
る
行
為
が
く
り
返
し
て
行
わ
れ
る
と
き
、
そ
こ
に
商
人
の
営
業
が
あ
る
わ
け
で
す
が
、
こ
れ
は
、
営
利
事
業
す
な
わ
ち
利
益
を
得

る
目
的
を
も
っ
て
…
…
」）、
神
崎
克
郎
『
商
行
為
法
Ⅰ
』（
昭
和
四
八
年
七
月
）
六
頁
（「
商
行
為
を
な
す
を
「
業
と
す
る
」
と
は
、
商
行

為
を
営
業
と
し
て
行
な
う
意
味
」）、
上
柳
克
郎
「
協
同
組
合
・
相
互
会
社
の
非
商
人
性
」（
昭
和
六
〇
年
二
月
）『
商
事
法
論
集
』（
平
成

一
一
年
五
月
）
三
一
九
〜
三
二
〇
頁
（「「
業
ト
ス
ル
」
と
は
営
業
と
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
（
商
法
四
条
の
い
う
商
行
為
の
重
要
部
分

を
占
め
る
営
業
的
商
行
為
の
定
義
〔
商
五
〇
二
条
〕
を
参
照
）」）、
倉
澤
康
一
郎
『
商
法
の
基
礎
〔
三
訂
版
〕』（
平
成
五
年
一
二
月
）
一

七
頁
（「「
業
ト
ス
ル
者
」
と
は
、
商
法
五
〇
二
条
の
「
営
業
ト
シ
テ
」
お
こ
な
う
者
と
同
じ
意
味
」）、
道
端
忠
孝
（
稿
）
藤
村
知
己
＝
中

村
信
男
（
編
）『
商
法
総
則
・
商
行
為
法
』（
平
成
一
六
年
七
月
）
二
六
頁
（「
営
業
目
的
と
す
る
」）
が
あ
る
。

（

）
「
営
業
」
の
意
味
で
あ
る
と
は
説
明
し
な
い
も
の
の
、「
業
と
す
る
」
に
は
営
利
目
的
を
要
す
る
と
説
明
す
る
学
説
と
し
て
、
青
木
徹

7二
『
新
商
法
釋
義
』（
明
治
四
四
年
一
〇
月
）
五
頁
、
小
町
谷
操
三
『
商
法
講
義
巻
一
總
則
・
會
社
』（
昭
和
一
九
年
八
月
）
二
五
頁
、
實

方
正
雄
『
商
法
學
總
論
（
資
本
制
企
業
の
法
理
）』（
昭
和
二
五
年
六
月
）
六
〇
頁
、
関
俊
彦
『
商
法
総
論
総
則
（
第
２
版
）』（
平
成
一
八

年
六
月
）
一
一
〇
頁
、
田
中
誠
二
『
全
訂
商
法
総
則
詳
論
』（
昭
和
五
一
年
四
月
）
一
八
七
頁
、
服
部
栄
三
『
商
法
総
則
〔
第
三
版
〕』

（
昭
和
五
八
年
一
二
月
）
一
七
四
頁
、
鈴
木
竹
雄
『
商
法
第
七
版
』（
平
成
三
年
五
月
）
一
三
頁
・
一
四
頁
注
一
、
岩
崎
憲
次
（
稿
）
今
井

薫
ほ
か
『
現
代
商
法
Ⅰ
総
則
・
商
行
為
法
改
訂
版
』（
平
成
八
年
五
月
）
四
〇
頁
、
近
藤
光
男
『
商
法
総
則
・
商
行
為
法
﹇
第
五
版
補
訂

版
﹈』（
平
成
二
〇
年
三
月
）
一
九
〜
二
〇
頁
、
青
竹
正
一
『
特
別
講
義
改
正
商
法
総
則
・
商
行
為
法
〔
第
２
版
〕』（
平
成
二
〇
年
一
〇
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月
）
一
二
頁
、
弥
永
真
生
『
リ
ー
ガ
ル
マ
イ
ン
ド
商
法
総
則
・
商
行
為
法
〔
第
２
版
〕（
補
訂
）』（
平
成
二
二
年
一
月
）
一
七
頁
、
淺
木

愼
一
『
商
法
学
通
論
Ⅰ
』（
平
成
二
二
年
四
月
）
九
一
頁
な
ど
が
あ
る
。

（

）
高
窪
喜
八
郎
（
編
）『
法
律
學
說
判
例
總
覧
商
法
總
則
編
第
一
續
編
完
』（
昭
和
八
年
一
一
月
）
一
五
〇
頁
は
「
商
行
為
ヲ
業
ト
ス
ル

8コ
ト
」
の
項
目
に
お
い
て
、「
通
説
」
と
し
た
上
で
、「
商
人
タ
ル
ニ
ハ
商
行
爲
ヲ
爲
ス
ノ
ミ
ニ
テ
ハ
足
ラ
ス
必
ラ
ス
之
ヲ
業
ト
シ
テ
爲
ス

者
ナ
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

ニ
業
ト
ス
ル
ト
ハ
營
業
ト
ス
ル
コ
ト
ヲ
意
味
ス
」
と
し
て
い
た
。
高
窪
喜
八
郎
＝
朝
川
伸
夫
（
編
）『
学
説
判
例

総
覧
商
法
総
則
編
』（
昭
和
三
七
年
二
月
）
二
八
六
頁
「「
業
と
す
る
」
の
意
味
」
の
項
目
で
は
、「
営
業
と
す
る
」
の
学
説
と
は
別
に
、

「
営
業
」
の
言
葉
を
使
わ
な
い
学
説
と
し
て
實
方
・
前
掲
注
（

）
六
〇
頁
を
紹
介
し
て
い
る
。

7

（

）
「
営
業
と
す
る
」
の
説
明
を
採
用
し
な
い
も
の
と
し
て
、
松
波
仁
一
郎
『
松
波
私
論
日
本
商
法
』（
明
治
三
九
年
一
二
月
）
四
一
頁

9（「
業
ト
ス
ル
ト
ハ
繼
續
的
ニ
同
種

ハ
類
似
ノ
行
爲
ヲ
爲
ス
コ
ト
ヲ
イ
フ
」）、
宮
脇
梅
吉
『
活
用
日
本
商
法
全
』（
明
治
四
五
年
六
月
）

六
頁
、
佐
藤
義
雄
『
商
法
入
門
』（
昭
和
一
七
年
九
月
）
三
〇
頁
。

（

）
大
判
昭
和
一
四
年
九
月
一
九
日
・
法
律
新
聞
四
四
七
八
号
五
頁
は
、
小
作
農
で
あ
っ
て
農
閑
期
に
小
規
模
の
炭
焼
き
を
し
て
わ
ず
か

10な
利
益
を
挙
げ
、
年
来
こ
れ
を
継
続
し
て
き
た
と
い
う
者
の
商
人
性
が
争
わ
れ
た
事
件
に
お
い
て
、「
營
利
の
目
的
を
以
て
原
木
を
買
入

れ
木
炭
を
製
造
し
て
之
を
販
賣
す
る
行
爲
は
商
行
爲
な
り
と
謂
ふ
べ
く
（
當
院
昭
和
四
年
オ
第
五
四
一
號
同
年
九
月
二
十
八
日
言
渡
判
決

參
照
）
而
し
て
營
業
と
は
營
利
の
目
的
を
以
て
同
種
の
行
爲
を
繼
續
的
に
爲
す
事
業
を
謂
ふ
」
と
し
て
、
結
論
と
し
て
そ
の
商
人
性
を
肯

定
し
て
い
る
。
商
行
為
該
当
性
の
判
断
に
お
い
て
営
利
性
を
肯
定
し
た
上
、
さ
ら
に
営
業
性
を
判
断
す
べ
き
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
四

条
一
項
の
通
説
の
理
解
を
前
提
に
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

（

）
も
っ
と
も
、
現
在
多
く
の
学
説
は
、
こ
こ
で
の
営
利
性
の
意
味
を
希
薄
化
さ
せ
、
収
支
相
償
う
の
程
度
で
よ
い
と
し
て
い
る
（
田

11中
・
前
掲
注
（

）
一
八
七
頁
、
反
対
、
来
住
野
究
「
法
人
の
商
人
性
」
慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
（
編
）『
慶
應
の
法
律
学
商
事
法
│
慶

7

應
義
塾
創
立
一
五
〇
年
記
念
法
学
部
論
文
集
』（
平
成
二
〇
年
一
二
月
）
八
二
頁
注
一
）。
ま
た
、
関
・
前
掲
注
（

）
一
一
七
頁
注
一
八

7

は
、
五
〇
二
条
の
「
営
業
と
し
て
」
の
意
味
に
つ
い
て
、「「
業
を
営
む
」
こ
と
で
あ
り
、
主
観
的
な
要
件
と
し
て
は
明
白
な
営
利
の
目
的

に
限
ら
ず
「
採
算
を
度
外
視
し
な
い
で
」
程
度
の
も
の
で
よ
い
と
解
す
る
こ
と
も
検
討
に
値
す
る
」
と
さ
れ
る
（
た
だ
し
、
本
稿
注

（

）
参
照
）。
田
中
・
前
掲
注
（

）
六
頁
は
、「
五
〇
二
条
の
「
営
業
と
し
て
」
を
企
業
と
し
て
の
意
義
に
解
し
、
企
業
の
語
の
中
か

4

7

ら
、
営
利
の
目
的
を
除
け
ば
営
利
の
目
的
は
五
〇
二
条
の
相
対
的
商
行
為
の
要
件
で
は
な
く
な
り
…
…
」
と
さ
れ
る
。
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（

）
出
典
（
津
田
利
治
「
会
社
法
以
前
」（
昭
和
四
五
年
五
月
）
慶
應
義
塾
大
学
商
法
研
究
会
（
編
）『
会
社
法
以
前
』（
平
成
一
五
年
三

12月
）
二
六
頁
以
下
）
は
、
改
正
前
商
法
五
二
条
一
項
・
有
限
会
社
法
一
条
一
項
の
「
業
ト
ス
ル
」
に
つ
い
て
の
説
明
を
し
た
も
の
で
あ
る
。

本
文
中
第
一
の
点
に
つ
き
津
田
・
同
書
二
六
〜
四
〇
頁
、
第
二
の
点
に
つ
き
三
〇
〜
三
一
頁
。

（

）
岩
本
慧
「
商
人
資
格
の
取
得
時
期
」
関
西
大
学
法
学
論
集
四
四
巻
二
号
（
平
成
六
年
六
月
）
三
頁
注
一
。
し
か
し
、
岩
本
・
前
掲
注

13（

）
四
四
頁
で
は
、「
営
業
と
す
る
」
の
意
味
で
あ
る
と
、
通
説
に
従
っ
た
説
明
を
し
て
お
ら
れ
る
。

3

（

）
ま
た
、
早
川
徹
「
最
判
平
成
一
八
年
六
月
二
三
日
判
例
評
釈
」
私
法
判
例
リ
マ
ー
ク
ス
三
五
号
（
平
成
一
九
年
七
月
）
七
九
頁
は
、

14「
信
用
協
同
組
合
の
商
人
性
に
関
し
て
、
営
利
目
的
が
議
論
さ
れ
る
の
は
、
商
人
で
あ
る
た
め
に
は
、
商
法
四
条
の
「
業
と
し
て
」
の
解

釈
と
し
て
、
営
利
の
目
的
を
も
っ
て
、
同
種
の
行
為
を
反
復
継
続
し
て
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
説
明

す
る
も
の
が
あ
る
〈
中
略
〉。
し
か
し
正
確
に
は
、
協
同
組
合
の
行
う
事
業
が
商
法
五
〇
一
条
一
号
・
二
号
ま
た
は
商
法
五
〇
二
条
に
よ

り
商
行
為
と
さ
れ
る
た
め
に
、
営
利
の
目
的
が
必
要
と
な
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
営
利
を
目
的
と
し
な
い
協
同
組
合
は
、「
商
行
為
」

を
す
る
こ
と
を
業
と
す
る
者
（
商
四
条
一
項
）
で
は
な
い
か
ら
、
商
人
と
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
解
し
な
い
と
、
例
え
ば
、
消
費

生
活
協
同
組
合
が
、
商
人
で
な
い
も
の
か
ら
商
品
を
仕
入
れ
る
行
為
や
、
仕
入
れ
た
商
品
を
商
人
で
な
い
組
合
員
に
販
売
す
る
行
為
（
商

五
〇
一
条
一
号
参
照
）
に
、
商
法
の
商
行
為
に
関
す
る
規
定
が
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
を
説
明
で
き
な
い
（
商
法
五
〇
一
条
一
号
の
「
利
益

を
得
て
譲
渡
す
る
意
思
」
を
欠
く
た
め
、
商
行
為
と
な
ら
な
い
）」
と
さ
れ
る
。
本
文
引
用
と
同
じ
趣
旨
と
解
さ
れ
る
が
、
右
引
用
文
中

「
そ
う
解
し
な
い
と
」
以
下
の
理
由
づ
け
は
、「
営
業
と
す
る
」
と
理
解
す
る
通
説
へ
の
批
判
と
し
て
は
、
や
や
か
み
合
っ
て
い
な
い
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
お
そ
ら
く
協
同
組
合
の
商
人
性
を
否
定
す
る
立
場
は
、
そ
の
行
為
の
商
行
為
性
の
判
断
に
お
い
て
も
、
四
条
一
項
の
「
業

と
す
る
」
に
お
い
て
も
、
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
営
利
目
的
が
認
め
ら
れ
な
い
か
ら
、
そ
の
行
為
は
商
行
為
に
な
ら
な
い
し
、
主
体
も
商
人

に
な
ら
な
い
と
説
明
す
る
で
あ
ろ
う
。

（

）
営
業
的
商
行
為
に
は
、
商
法
が
定
め
る
も
の
の
他
、
か
つ
て
は
、
平
成
一
七
年
改
正
前
無
尽
業
法
二
条
、
平
成
一
八
年
廃
止
前
信
託

15法
六
条
の
行
為
が
あ
っ
た
。

（

）
津
田
・
前
掲
注
（

）
二
七
頁
、
神
崎
・
前
掲
注
（

）
一
六
頁
、
西
原
寛
一
『
商
行
為
法
（
三
版
）』（
昭
和
四
八
年
八
月
）
七
二

16

12

6

頁
、
田
中
・
前
掲
注
（

）
一
七
三
頁
、
大
隅
・
前
掲
注
（

）
一
〇
〇
頁
、
高
鳥
・
前
掲
注
（

）
四
九
頁
、
平
出
・
前
掲
注
（

）

7

3

3

3

四
六
頁
、
田
邊
・
前
掲
注
（

）
六
〇
頁
、
関
・
前
掲
注
（

）
一
一
六
頁
、
近
藤
・
前
掲
注
（

）
三
〇
頁
。

3

7

7
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（

）
「
明
治
二
九
年
六
月
一
日
・
第
二
回
商
法
委
員
會
議
事
要
錄
」
法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
監
修
『
法
典
調
査
會
商
法
委
員
會

17議
事
要
録
』（
法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
監
修
『
日
本
近
代
立
法
資
料
叢
書

』（
昭
和
六
〇
年
六
月
）
所
収
）
二
一
〜
二
二
頁
に

19

よ
る
と
、
検
討
さ
れ
た
条
文
案
は
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

「
左
ニ
揭
ケ
タ
ル
行
爲
ハ
之
ヲ
商
行
爲
ト
ス

一

利
益
ヲ
得
テ
讓
渡
ス
意
思
ヲ
以
テ
ス
ル
動
產
、
不
動
產

ハ
有
價
證

ノ
有
償
取
得
及
ヒ
其
讓
渡

二

供
給
契
約
及
ヒ
其
履
行
ノ
爲
メ
ニ
ス
ル
有
償
取
得

三

取
引
所
ノ
取
引

四

手
形
其
他
ノ
指
圖
債
權
ニ
關
ス
ル
行
爲

五

營
業
ノ
讓
渡
及
ヒ
取
得
」

こ
れ
ら
に
つ
い
て
、
岡
野
敬
次
郎
委
員
の
説
明
（
二
三
頁
）
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。
二
号
に
つ
い
て
、「
第
二
號
ハ
第
一
號
ニ
反
對
ノ

モ
ノ
ニ
テ
〈
中
略
〉
始
メ
〈
中
略
〉
賣
渡
ヲ
約
シ
タ
ル
時
ヨ
リ
カ
其
後
其
物
ヲ
購
求
ス
ル
コ
ロ
迄
ニ
ハ
價
格
ガ
下
落
ス
ル
コ
ト
ヲ
見
込

ミ
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ
卽
チ
第
一
號
ノ
裏
面
ト
ナ
ル
ベ
シ
」
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
三
号
に
つ
い
て
、「
第
三
號
ニ
揭
ゲ
タ
ル
取
引
所
ノ
取
引

ニ
付
テ
ハ
無
論
賣
方
買
方
共
儲
ケ
ル
處
ノ
意
思
ア
ル
ニ
相
違
ナ
キ
ヲ
以
テ
一
般
ノ
上
ヨ
リ
見
ル
モ
絕
對
的
ノ
商
行
為
ナ
リ
故
ニ

ニ
揭

ゲ
タ
リ
」
と
し
て
い
る
。
二
号
・
三
号
と
も
、
営
利
の
目
的
の
下
に
行
わ
れ
る
行
為
で
あ
る
こ
と
は
当
然
の
前
提
と
さ
れ
て
い
た
よ
う

で
あ
る
。
一
号
の
規
定
振
り
と
異
な
り
、
二
号
や
三
号
に
つ
い
て
、
営
利
の
意
思
を
要
す
る
旨
の
文
言
が
見
ら
れ
な
い
の
は
、
特
に
法

文
中
に
明
ら
か
に
せ
ず
と
も
自
明
と
考
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

（

）
平
出
・
前
掲
注
（

）
四
三
〜
四
四
頁
は
、「
営
利
意
思
の
存
在
は
実
行
行
為
に
と
っ
て
も
要
件
で
あ
る
」
と
し
た
上
で
、「
営
利
意

18

3

思
は
、
実
行
行
為
の
前
提
と
な
る
投
機
購
買
た
る
取
得
行
為
の
時
に
存
在
す
る
こ
と
を
要
す
る
の
み
で
、
そ
の
後
こ
れ
を
持
続
す
る
こ
と

を
要
」
し
な
い
、「
実
行
行
為
た
る
譲
渡
行
為
の
時
に
営
利
意
思
が
存
在
す
る
こ
と
は
必
要
で
な
い
」
と
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
全
く
営

利
意
思
な
い
し
実
行
意
思
を
失
っ
た
後
（
例
え
ば
、
一
旦
自
家
使
用
し
た
よ
う
な
場
合
）、
譲
渡
等
を
す
る
場
合
に
、
そ
の
譲
渡
等
の
行

為
は
実
行
行
為
で
は
な
く
、
商
行
為
に
も
な
ら
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

（

）
こ
の
観
点
か
ら
は
、
両
号
に
お
い
て
、
当
初
行
為
と
実
行
行
為
と
に
分
け
て
営
利
意
思
の
有
無
を
分
析
す
る
こ
と
自
体
、
そ
も
そ
も

19適
切
で
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
本
文
は
先
の
指
摘
の
分
析
に
従
っ
て
検
討
し
た
。
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（

）
津
田
・
前
掲
注
（

）
三
〇
頁
は
、「
見
す
見
す
損
を
覚
悟
で
」
実
行
行
為
を
し
て
も
商
行
為
と
な
る
の
は
、
実
行
行
為
に
営
利
の

20

12

意
思
が
必
要
な
い
か
ら
と
さ
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
本
文
の
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
営
利
意
思
は
当
初
行
為
と
実
行
行
為
と
の
全
体
に
係
る

も
の
と
思
わ
れ
る
し
、
仮
に
こ
の
理
解
に
賛
同
を
得
ら
れ
な
い
と
し
て
も
、
損
を
覚
悟
で
実
行
行
為
を
す
る
の
は
損
失
を
最
小
限
に
し
よ

う
と
の
意
図
か
ら
行
わ
れ
る
も
の
に
他
な
ら
ず
、
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
こ
に
営
利
意
思
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

（

）
本
稿
注
（

）。

21

17

（

）
平
出
・
前
掲
注
（

）
四
八
頁
。

22

3

（

）
西
原
・
前
掲
注
（

）
二
四
五
頁
注
二
、
鈴
木
竹
雄
「
商
人
概
念
の
再
検
討
」（
昭
和
一
四
年
一
一
月
）『
商
法
研
究
Ⅰ
総
論
・
手
形

23

3

法
』（
昭
和
五
六
年
一
二
月
）
一
一
二
頁
、
平
出
・
前
掲
注
（

）
三
六
・
四
九
頁
。

3

（

）
反
対
、
田
中
・
前
掲
注
（

）
一
七
三
頁
。

24

7

（

）
反
対
、
田
中
・
前
掲
注
（

）
一
七
三
頁
。

25

7

（

）
神
崎
・
前
掲
注
（

）
一
七
頁
、
高
鳥
・
前
掲
注
（

）
四
九
頁
、
岩
崎
・
前
掲
注
（

）
六
一
頁
。

26

6

3

3

（

）
今
日
の
状
況
を
前
提
に
一
号
・
二
号
の
類
推
解
釈
を
広
く
認
め
よ
う
と
す
る
立
場
と
し
て
、
淺
木
・
前
掲
注
（

）
七
八
頁
。

27

7

（

）
法
的
性
質
に
関
し
て
、
京
都
議
定
書
に
基
づ
く
国
別
登
録
簿
制
度
の
在
り
方
に
関
す
る
検
討
会
「
京
都
議
定
書
に
基
づ
く
国
別
登
録

28簿
制
度
を
法
制
化
す
る
際
の
法
的
論
点
の
検
討
に
つ
い
て
（
報
告
）」（
平
成
一
八
年
一
月
）
参
照
。

（

）
な
お
、
会
社
が
行
う
行
為
の
商
行
為
性
は
会
社
法
五
条
に
よ
る
の
で
あ
っ
て
、
会
社
の
行
為
に
商
法
五
〇
一
条
〜
五
〇
三
条
一
項
は

29適
用
に
な
ら
な
い
と
の
考
え
方
が
あ
る
が
（
池
野
千
白
「
新
商
法
と
会
社
法
の
考
え
方
」
CH
U
K
Y
O
LA
W
Y
ER
四
号
（
平
成
一
八
年

二
月
）
一
二
六
頁
、
洲
崎
（
稿
）・
前
掲
注
（

）
三
三
頁
注
六
な
ど
）、
実
益
は
と
も
か
く
、
重
複
し
て
適
用
さ
れ
る
と
考
え
て
何
ら
問

3

題
は
な
か
ろ
う
（
こ
の
点
に
つ
い
て
は
本
稿
注
（

）
所
掲
論
文
参
照
）。

74

（

）
田
邊
光
政
「
商
法
五
〇
一
条
に
お
け
る
有
価
証
券
と
商
業
証
券
の
意
義
に
つ
い
て
」
宇
田
一
明
（
編
）『
証
券
・
証
書
・
カ
ー
ド
の

30法
的
研
究
長
谷
川
雄
一
教
授
古
稀
記
念
』（
平
成
八
年
一
一
月
）
六
〜
八
頁
、
田
邊
・
前
掲
注
（

）
六
二
〜
六
三
頁
、
淺
木
・
前
掲
注

3

（

）
八
一
頁
。

7

（

）
竹
田
・
前
掲
注
（

）
四
三
頁
は
、
実
質
的
行
為
を
含
む
と
さ
れ
る
。
同
旨
、
大
判
昭
和
六
年
七
月
一
日
・
民
集
一
〇
巻
八
号
四
九

31

3

八
頁
。
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（

）
前
掲
注
（

）「
第
二
回
商
法
委
員
會
議
事
要
錄
」
二
三
頁
は
、「
第
四
號
ハ
別
段
說
明
ヲ
要
セ
ズ
、
手
形
其
他
ノ
指
圖
債
權
ニ
關
ス

32

17

ル
行
爲
ニ
シ
テ
、
卽
チ
發
行
ス
ル
カ
裏
書
ヲ
爲
シ
或
ハ
引
受
ケ
ヲ
爲
シ
或
ハ
手
形
ニ
付
キ
保
證
ヲ
爲
ス
ガ
如
キ
モ
ノ
ヲ
含
ム
ナ
リ
」
と
し

て
い
る
。

（

）
田
邊
・
前
掲
注
（

）
九
頁
、
田
邊
・
前
掲
注
（

）
六
三
頁
。
結
論
同
旨
、
田
中
・
前
掲
注
（

）
二
四
〇
頁
、
田
中
・
前
掲
注

33

30

3

3

（

）
一
七
四
頁
、
大
隅
・
前
掲
注
（

）
一
〇
一
頁
、
高
鳥
・
前
掲
注
（

）
五
〇
頁
、
岩
崎
・
前
掲
注
（

）
四
〇
頁
、
平
出
・
前

7

3

3

3

掲
注
（

）
五
〇
頁
。

3

（

）
松
本
・
前
掲
注
（

）
一
〇
一
頁
注
三
（「
之
ヲ
業
ト
ス
ル
商
人
ヲ
想
像
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ヘ
カ
ラ
ス
」）、
栗
栖
・
前
掲
注
（

）
一

34

3

6

八
二
頁
、
神
崎
・
前
掲
注
（

）
六
頁
、
田
中
・
前
掲
注
（

）
一
七
五
頁
、
服
部
・
前
掲
注
（

）
一
七
二
頁
、
喜
多
了
祐
『
商
法
総

6

7

7

則
〔
店
舗
営
業
法
上
巻
〕』（
昭
和
六
〇
年
五
月
）
六
四
頁
、
藤
田
友
敬
「
最
判
昭
和
六
三
年
一
〇
月
一
八
日
判
例
評
釈
」
法
学
協
会
雑
誌

一
〇
七
巻
七
号
（
平
成
二
年
七
月
）
九
七
頁
、
岩
崎
（
稿
）・
前
掲
注
（

）
四
〇
頁
、
川
村
正
幸
（
稿
）
梶
山
純
＝
川
村
正
幸
（
編
）

7

『
現
代
商
法
〈
第
七
版
〉』（
平
成
一
四
年
四
月
）
一
八
〇
頁
。

（

）
京
都
地
判
昭
和
四
三
年
六
月
二
六
日
・
判
例
タ
イ
ム
ズ
二
二
五
号
一
四
六
頁
は
、「
手
形
行
為
は
、
商
人
概
念
の
基
礎
と
な
る
商
行

35為
と
な
ら
な
い
、
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
け
だ
し
、
手
形
行
為
の
性
質
か
ら
考
え
て
、「
営
業
と
し
て
手
形
行
為
を
す
る
」
と
い

う
こ
と
は
、
理
論
上
成
立
せ
ず
、
営
業
と
し
て
こ
れ
を
な
し
う
る
の
は
、
手
形
を
目
的
と
す
る
売
買
等
の
実
質
的
行
為
で
あ
る
か
ら
で
あ

る
」
と
す
る
。

（

）
商
法
総
則
の
体
系
書
で
は
、
商
人
の
営
利
性
の
一
検
討
項
目
と
し
て
、
医
師
、
弁
護
士
等
の
い
わ
ゆ
る
自
由
業
者
の
商
人
性
を
検
討

36す
る
の
が
常
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
自
由
業
者
の
営
利
性
を
問
題
と
し
、
同
時
に
そ
も
そ
も
基
本
的
商
行
為
と
し
て
列
挙
さ
れ
る
も
の
に

該
当
し
な
い
と
分
析
す
る
（
例
え
ば
入
院
設
備
を
調
え
た
病
院
の
医
師
の
事
業
に
つ
い
て
商
法
五
〇
二
条
八
号
の
該
当
性
が
議
論
さ
れ

る
）。
し
か
し
、
あ
る
事
業
者
が
商
人
に
当
た
る
か
否
か
の
検
討
に
お
い
て
は
、
商
行
為
該
当
性
が
先
に
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、

商
行
為
該
当
性
の
一
要
件
と
し
て
営
利
性
が
求
め
ら
れ
る
と
い
う
の
が
、
条
文
の
構
成
に
従
っ
た
順
序
で
あ
る
。

（

）
本
稿
注
（

）
の
本
文
の
引
用
を
参
照
。

37

13

（

）
田
中
・
前
掲
注
（

）
一
七
五
頁
。

38

7

（

）
鈴
木
・
前
掲
注
（

）
一
一
三
頁
注
八
、
平
出
・
前
掲
注
（

）
三
六
頁
。

39

7

3
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（

）
西
原
・
前
掲
注
（

）
二
五
一
頁
、
服
部
・
前
掲
注
（

）
一
七
一
頁
は
、
三
条
に
つ
い
て
は
こ
れ
に
よ
り
商
人
資
格
を
取
得
す
る

40

3

7

場
合
は
事
実
上
考
え
ら
れ
な
い
と
さ
れ
る
が
、
二
九
条
二
項
に
つ
い
て
は
基
本
的
商
行
為
性
を
否
定
で
き
な
い
と
さ
れ
る
。

（

）
両
条
の
行
為
に
つ
き
絶
対
的
商
行
為
と
す
る
実
益
が
な
い
と
す
る
も
の
と
し
て
、
岩
崎
・
前
掲
注
（

）
六
二
頁
、
鴻
常
夫
『
商
法

41

3

総
則
（
全
訂
第

版
補
正
版
）』（
平
成
三
年
）
八
三
頁
。
三
条
の
行
為
に
つ
き
実
益
が
な
い
と
す
る
も
の
と
し
て
、
神
崎
・
前
掲
注

4

（

）
一
八
頁
。
志
田
・
前
掲
（

）
八
二
頁
は
、
い
ず
れ
も
営
業
的
商
行
為
と
解
釈
す
べ
き
と
さ
れ
る
。

6

5

（

）
商
法
そ
の
他
の
法
律
で
定
め
ら
れ
る
商
行
為
の
う
ち
、
商
法
四
条
一
項
の
「
商
行
為
」
に
当
て
は
ま
る
商
行
為
（
基
本
的
商
行
為
）

42が
い
ず
れ
で
あ
る
か
は
解
釈
の
問
題
で
あ
る
が
、
五
〇
三
条
の
商
行
為
は
主
体
の
商
人
該
当
性
を
前
提
と
し
て
導
か
れ
る
商
行
為
だ
か
ら

で
あ
り
、
ま
た
五
〇
一
条
四
号
が
除
か
れ
る
の
は
同
号
の
行
為
を
事
業
と
し
て
行
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
実
際
上
あ
り

得
る
か
は
と
も
か
く
、
事
業
と
し
て
な
さ
れ
る
こ
と
が
お
よ
そ
考
え
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
基
本
的
商
行
為
に

含
め
て
解
釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（

）
中
村
武
『
商
行
爲
法
概
論
』（
昭
和
一
二
年
一
一
月
）
二
六
頁
は
、
二
九
条
二
項
の
行
為
に
つ
い
て
、
ほ
と
ん
ど
全
て
の
場
合
に
後

43日
の
社
債
発
行
（
転
売
）
に
よ
る
利
益
を
目
的
と
す
る
も
の
な
る
に
よ
り
、
絶
対
的
商
行
為
と
認
め
た
と
さ
れ
る
。
後
の
売
出
し
を
前
提

に
し
た
総
額
引
受
な
の
で
あ
る
か
ら
、
二
九
条
二
項
の
行
為
も
（
商
法
五
〇
一
条
三
号
の
場
合
と
同
様
に
）
法
文
に
な
く
と
も
営
利
意
思

を
前
提
に
し
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

（

）
担
保
付
社
債
信
託
法
所
定
の
商
行
為
を
基
本
的
商
行
為
と
し
な
い
有
力
学
説
に
従
っ
て
、
本
稿
の
「
業
と
す
る
」
の
解
釈
を
一
貫
さ

44せ
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
な
く
は
な
い
。
し
か
し
、
本
文
の
事
情
を
重
視
し
て
、
敢
え
て
そ
の
立
場
は
採
ら
な
い
。
な
お
、
平
成
一
八
年
改

正
に
よ
っ
て
こ
の
問
題
は
解
消
済
み
で
あ
る
。

（

）
な
お
、
全
て
を
文
理
ど
お
り
解
釈
し
て
、
担
保
付
社
債
信
託
法
所
定
の
行
為
を
業
と
す
る
商
人
を
観
念
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な

45い
。
た
だ
、
少
な
く
と
も
、
平
成
一
七
年
会
社
法
制
定
前
の
法
制
度
に
お
い
て
は
、
営
利
性
を
要
素
と
し
な
い
商
人
は
認
め
ら
れ
な
か
っ

た
で
あ
ろ
う
。

（

）
現
在
、
会
社
法
五
条
、
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
六
三
条
の
二
、
資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
一
四
条
、
有
限
責

46任
事
業
組
合
法
一
〇
条
も
、
商
人
概
念
に
と
っ
て
の
基
本
的
商
行
為
を
定
め
る
も
の
と
解
さ
れ
る
（
な
お
、
来
住
野
・
前
掲
注
（

）
八

11

四
頁
は
、
会
社
法
五
条
は
基
本
的
商
行
為
で
な
い
と
さ
れ
る
よ
う
で
あ
る
）。
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（

）
寺
尾
・
前
掲
注
（

）
八
〇
頁
は
、「
一
言
注
意
ス
ヘ
キ
ハ
商
人
カ
商
法
第
二
六
四
條
〈
現
行
五
〇
二
条
〉
ノ
所
謂
營
業
的
商
行
爲

47

3

ヲ
營
業
ノ
目
的
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
商
人
ノ
意
義
ト
シ
テ
特
ニ
營
業
ト
ス
ル
ト
イ
フ
要
件
ヲ
加
フ
ル
必
要
ナ
キ
コ
ト
是
レ
ナ
リ
。
何
ト
ナ
レ
ハ

營
業
的
商
行
爲
ハ
之
ヲ
營
業
ト
ス
ル
場
合
ニ
初
メ
テ
商
行
爲
ト
爲
ル
カ
故
ニ
其
中
ニ
旣
ニ
營
業
ト
イ
フ
要
素
ヲ
含
有
ス
ル
ヲ
以
テ
ナ
リ
。」

と
さ
れ
る
（
寺
尾
元
彦
『
会
社
法
提
要
（
上
巻
卷
）』（
昭
和
四
年
四
月
）
二
頁
は
同
主
旨
の
説
明
を
し
た
上
で
「
然
レ
ト
モ
此
場
合
ニ
ハ

營
業
ト
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
セ
ス
ト
謂
フ
ニ
非
ス
特
ニ
之
ヲ
言
フ
必
要
ナ
シ
ト
謂
フ
ニ
過
キ
ス
」
と
さ
れ
て
い
る
）。

（

）
商
人
の
企
業
性
か
ら
営
利
性
が
求
め
ら
れ
る
と
説
明
す
る
も
の
と
し
て
、
服
部
・
前
掲
注
（

）
一
七
四
頁
。
な
お
、
論
者
は
、

48

7

「
営
業
」
の
言
葉
を
使
用
せ
ず
に
営
利
性
を
要
す
る
と
解
す
る
立
場
に
立
た
れ
る
。
ま
た
、
大
塚
英
明
（
稿
）
大
塚
英
明
ほ
か
『
商
法
総

則
・
商
行
為
法
第

版
』（
平
成
二
〇
年
一
二
月
）
二
九
頁
。

2

（

）
も
と
も
と
、
企
業
法
説
お
よ
び
そ
こ
に
言
う
企
業
概
念
は
、
法
文
か
ら
帰
納
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。

49
（

）
少
な
く
と
も
、
こ
の
解
釈
に
長
ら
く
疑
問
が
提
起
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
、
営
利
主
体
性
か
ら
体
系
的
に
説
明
し
よ
う
と
す
る
企
業
法

50説
と
親
和
的
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
ろ
う
。

（

）
烏
賀
陽
・
前
掲
注
（

）
四
八
頁
注
四
。

51

3

（

）
旧
商
法
の
関
連
条
文
は
次
の
と
お
り
。

52第
三
条

商
事
ト
ハ
商
人
又
ハ
其
他
ノ
人
ノ
為
シ
タ
ル
ニ
拘
ハ
ラ
ス
総
テ
ノ
商
取
引
及
ヒ
其
他
本
法
ニ
規
定
シ
タ
ル
事
項
ヲ
謂
フ

第
四
条

商
取
引
ト
ハ
売
買
、
賃
貸
又
ハ
其
他
ノ
取
捌
ノ
方
法
ニ
因
リ
産
物
、
商
品
又
ハ
有
価
証
券
ノ
転
換
ヲ
以
テ
利
益
ヲ
得
又
ハ
生
計

ノ
為
メ
ニ
ス
ル
旨
趣
ニ
テ
直
接
又
ハ
間
接
ニ
行
フ
所
ノ
総
テ
ノ
権
利
行
為
ヲ
謂
フ
殊
ニ
左
ニ
掲
ク
ル
モ
ノ
ハ
商
取
引
ニ
属
ス

第
一

産
物
ノ
交
換
、
販
売
ヲ
目
的
ト
ス
ル
取
引

第
二

製
造
、
工
業
及
ヒ
手
職
業
ニ
係
ル
作
業
及
ヒ
取
引

第
三

人
及
ヒ
物
ノ
運
送
ニ
係
ル
作
業
及
ヒ
取
引

第
四

航
漕
ニ
係
ル
作
業
及
ヒ
取
引

第
五

建
築
ニ
係
ル
作
業
及
ヒ
取
引

第
六

銀
行
営
業
ニ
係
ル
作
業
及
ヒ
取
引

第
七

流
通
シ
得
ヘ
キ
信
用
証
券
ノ
発
行
及
ヒ
流
通
ニ
係
ル
作
業
及
ヒ
取
引
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第
八

商
ノ
為
メ
ニ
為
シ
又
ハ
受
ク
ル
倉
庫
寄
託
及
ヒ
其
他
ノ
寄
託
ニ
係
ル
作
業
及
ヒ
取
引

第
九

船
舶
ノ
売
買
、
質
入
、
抵
当
、
構
造
、
修
繕
、
艤
装
及
ヒ
乗
組
ニ
係
ル
作
業
及
ヒ
取
引

第
十

取
引
所
ノ
取
引

第
十
一

保
険
ニ
係
ル
作
業
及
ヒ
取
引

第
五
条

其
他
左
ニ
掲
ク
ル
モ
ノ
ハ
之
ヲ
商
取
引
ト
看
做
ス

第
一

公
ニ
開
キ
タ
ル
店
舗
、
帳
場
若
ク
ハ
其
他
ノ
営
業
所
ニ
於
テ
又
ハ
公
告
ヲ
為
シ
テ
営
ム
両
替
及
ヒ
利
息
若
ク
ハ
其
他
ノ
報
酬
ヲ

受
ク
ル
金
銭
貸
付

第
二

新
聞
紙
及
ヒ
其
他
ノ
定
期
印
刷
物
ノ
発
行

第
三

商
事
ニ
於
ケ
ル
各
般
ノ
代
理
及
ヒ
委
任

第
四

公
ナ
ル
周
旋
所
及
ヒ
代
弁
ノ
営
業

第
五

公
ナ
ル
共
歓
場
及
ヒ
娯
遊
場
ノ
営
業

第
六

受
負
作
業
ノ
引
受

第
六
条

商
人
其
営
業
上
ニ
於
テ
取
結
ヒ
又
ハ
他
ノ
商
人
若
ク
ハ
作
業
人
ト
取
結
ヒ
タ
ル
取
引
ハ
反
対
ノ
証
ナ
キ
ト
キ
ハ
之
ヲ
商
取
引
ト

看
做
ス

第
七
条
〈
省
略
〉

第
八
条

不
動
産
ニ
関
ス
ル
権
利
ヲ
目
的
ト
ス
ル
契
約
ハ
商
取
引
ト
セ
ス
但
射
利
ヲ
旨
趣
ト
ス
ル
買
得
及
ヒ
転
売
ハ
此
限
ニ
在
ラ
ス

第
九
条

①
商
人
ト
ハ
総
テ
商
業
ヲ
営
ム
者
ヲ
謂
ヒ
商
業
ヲ
営
ム
ト
ハ
常
業
ト
シ
テ
商
取
引
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
謂
フ

②
農
作
、
牧
畜
、
養
蚕
、
狩
猟
、
捕
漁
及
ヒ
採
藻
ノ
業
ヲ
営
ム
ハ
商
業
ヲ
営
ム
ト
看
做
サ
ス

（

）
梅
謙
次
郎
『
日
本
商
法
講
義
』（
日
本
商
法
〔
明
治

年
〕
講
義
日
本
立
法
資
料
全
集
別
巻

・
復
刻
版
・
平
成
一
七
年
八
月
）。

53

23

360

（

）
D
roitD
e
Com
m
erce
A
rt.L.121-1
Sontcom
m
erçants
ceux
quiexercentdes
actes
de
com
m
erce
eten
fontleur

54profession
habituelle.（
商
人
は
商
行
為
を
行
い
、
か
つ
そ
れ
（
商
行
為
）
を
営
業
と
し
て
す
る
者
を
い
う
）

（

）
長
谷
川
喬
『
商
法
正
義
第
壹
卷
』（
商
法
〔
明
治

年
〕
正
義
第

巻
・
第

巻
日
本
立
法
資
料
全
集
別
巻

・
復
刻
版
・
平
成
七

55

23

1

2

48

年
八
月
）
五
九
〜
六
〇
頁
に
も
、
同
様
の
説
明
が
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
商
人
の
二
要
件
と
し
て
「
商
取
引
ヲ
爲
ス
事
」「
之
ヲ
以
テ

法学研究 85 巻 1 号（2012：1）

26



平
常
己
ノ
職
業
ト
爲
ス
事
」
を
挙
げ
た
上
、
後
者
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

「
商
人
タ
ル
ニ
ハ
平
常
商
取
引
ヲ
爲
ス
ヲ
要
ス
故
ニ
僅
ニ
一
回

ハ
時
ア
リ
テ
偶
々
商
取
引
ヲ
爲
シ
タ
ル
モ
以
テ
商
人
ト
看
做
ス
ヲ
得

ス
殊
ニ
其
爲
ス
所
職
業
ナ
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
假
令
屢
々
之
ヲ
爲
ス
者
ア
ル
モ
未
タ
以
テ
商
人
ナ
リ
ト
ス
ル
ヲ
得
ス
例
ヘ
ハ
貯
金
預
ケ
人
カ

銀
行
ニ
對
シ
常
ニ
小
切
手
ヲ
振
出
ス
ノ
慣
習
ア
リ
ト
セ
ン
歟
其
人
ハ
則
チ
常
ニ
商
取
引
ヲ
爲
ス
者
ナ
リ
ト
雖
モ
（
第
四
條
第
七
條
〈
マ

マ
：
第
四
条
第
七
〉）
其
振
出
ノ
事
業
タ
ル
固
ヨ
リ
其
人
ノ
職
業
ニ
非
サ
ル
ヲ
以
テ

ニ
之
ヲ
商
人
ト
看
做
サ
ヽ
ル
カ
如
シ
「
プ
ラ
ウ
ワ

ー
ル
」
氏
曰
ク
人
ヲ
商
人
ト
認
定
ス
ル
ニ
ハ
其
人
商
取
引
ヲ
爲
ス
ヲ
慣
習
ト
ス
ル
外
尚
ホ
之
ヲ
己
カ
職
業
ト
爲
ス
者
タ
ラ
サ
ル
可
ラ
ス

ト
本
條
ノ
所
謂
常
業
ト
ハ
則
チ
此
主
旨
ニ
外
ナ
ラ
サ
ル
ナ
リ
」

（

）
も
っ
と
も
、
四
条
は
柱
書
で
「
商
取
引
ト
ハ
…
…
以
テ
利
益
ヲ
得
又
ハ
生
計
ノ
為
メ
ニ
ス
ル
旨
趣
ニ
テ
」
と
し
て
い
る
。

56
（

）
本
稿
注
（

）
の
「
商
業
」
の
言
葉
か
ら
、
通
説
と
同
様
の
説
明
を
す
る
も
の
は
、
旧
商
法
九
条
一
項
の
文
言
と
、「
常
業
」
を

57

5

「
営
業
」
と
読
む
解
釈
と
を
組
み
合
わ
せ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

（

）
そ
の
他
に
、「
自
己
ノ
名
ヲ
以
テ
」
の
文
言
が
付
け
加
わ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
の
説
明
が
あ
る
。

58
（

）
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
単
に
営
利
性
を
四
条
一
項
の
要
件
と
し
て
加
え
る
た
め
だ
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、「
業
ト
ス
ル
」
に
そ
の
意
味

59を
込
め
る
必
然
性
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
本
文
の
推
測
は
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（

）
「
業
と
す
る
」
を
「
営
業
と
し
て
」
と
解
し
た
上
で
、
五
〇
一
条
四
号
の
行
為
は
「
営
業
と
し
て
」
行
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
か
ら
基

60本
的
商
行
為
に
含
ま
れ
な
い
と
さ
れ
る
も
の
と
し
て
、
神
崎
・
前
掲
注
（

）
六
頁
、
近
藤
・
前
掲
注
（

）
四
八
・
五
九
頁
。

6

6

（

）
喜
多
・
前
掲
注
（

）
六
四
頁
は
、
五
〇
一
条
四
号
の
行
為
が
基
本
的
商
行
為
に
含
ま
れ
な
い
こ
と
を
説
明
し
つ
つ
、
次
の
よ
う
に

61

34

通
説
（
こ
こ
で
言
う
通
説
は
、
五
〇
一
条
の
商
行
為
を
限
定
な
く
全
て
基
本
的
商
行
為
と
す
る
解
釈
を
指
す
）
を
批
判
し
て
お
ら
れ
る
。

「
通
説
は
そ
の
い
わ
ゆ
る
固
有
商
人
の
な
か
に
五
〇
一
条
列
挙
の
〈
中
略
〉
商
行
為
を
営
業
の
目
的
と
す
る
者
を
含
め
る
の
で
あ
る
が
、

同
条
四
号
の
〈
中
略
〉
行
為
は
商
人
が
営
業
の
た
め
に
す
る
も
の
〈
中
略
〉
で
あ
っ
て
も
、
営
業
の
目
的
と
し
て
す
る
も
の
で
は
あ
り
え

な
い
の
で
、
四
条
一
項
で
い
う
「
商
行
為
ヲ
為
ス
ヲ
業
ト
ス
ル
」
範
囲
に
は
入
ら
な
い
〈
中
略
〉。
こ
の
点
で
、
通
説
が
あ
ま
り
に
も
概

括
的
で
あ
れ
ば
不
正
確
で
あ
る
と
い
う
ほ
か
は
な
い
」
と
さ
れ
る
。
こ
の
記
述
は
、
従
来
の
学
説
が
、「
業
と
す
る
」
を
「
営
業
と
す
る
」

と
読
み
替
え
な
が
ら
、
そ
れ
に
よ
っ
て
基
本
的
商
行
為
を
選
り
分
け
る
機
能
を
与
え
て
こ
な
か
っ
た
証
左
と
な
ろ
う
。

（

）
こ
の
よ
う
な
旧
商
法
時
代
の
解
釈
は
、
新
商
法
四
条
一
項
の
解
釈
と
し
て
成
り
立
ち
う
る
で
あ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、「
業
と
す
る
」

62
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を
「
営
業
と
し
て
す
る
」
と
理
解
す
る
こ
と
で
、
基
本
的
商
行
為
に
な
り
得
る
商
行
為
を
選
別
す
る
と
い
う
解
釈
の
是
非
で
あ
る
。「
営

業
と
し
て
す
る
」
と
の
解
釈
は
、
言
葉
を
換
え
れ
ば
「
営
業
の
目
的
と
す
る
」
あ
る
い
は
「
事
業
目
的
と
し
て
す
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ

ろ
う
。
つ
ま
り
、「
営
業
」
の
言
葉
か
ら
営
利
性
を
強
調
し
、
あ
た
か
も
そ
れ
が
一
つ
の
要
件
で
あ
る
か
の
よ
う
に
理
解
す
る
の
は
、
元

来
の
主
旨
か
ら
は
外
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。「
商
行
為
を
事
業
目
的
と
す
る
」
と
い
う
意
味
で
、「
商
行
為
を
営
業
の

目
的
と
す
る
」
と
表
現
す
る
こ
と
自
体
は
そ
れ
ほ
ど
違
和
感
の
な
い
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
五
〇
二
条
の
商
行
為
の
場
合
で
あ
っ
て

も
、「
営
業
」
が
重
な
る
こ
と
に
拘
泥
す
る
必
要
も
な
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
）。
五
〇
一
条
四
号
の
行
為
を
基
本
的
商
行
為
か
ら
除
く
と

解
釈
す
る
と
き
、
我
々
は
、
そ
の
行
為
が
「
営
業
と
し
て
」
行
わ
れ
得
る
か
ど
う
か
で
判
断
す
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
程
度
の
意
味
で
、

「
業
と
す
る
」
を
「
営
業
と
し
て
す
る
」
と
理
解
す
る
と
い
う
の
な
ら
ば
問
題
の
な
い
解
釈
と
い
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
そ
こ

で
い
う
「
営
業
」
の
「
営
利
性
」
を
強
調
す
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
既
に
商
行
為
に
含
ま
れ
る
営
利
性
と
衝
突
す
る
こ
と
に
な
る
。

（

）
こ
れ
を
「
営
業
と
す
る
」
と
解
す
る
も
の
と
し
て
、
津
田
・
前
掲
注
（

）
三
一
頁
。

63

12

（

）
安
東
俊
明
＝
古
閑
又
五
郎
『
改
正
商
法
講
義
第
二
編
會
社
』（
明
治
三
二
年
六
月
）
一
〜
二
頁
、
柳
川
・
前
掲
注
（

）
八
八
頁
、

64

3

寺
尾
・
前
掲
注
（

）
二
頁
（「
商
行
爲
ヲ
営
業
ト
爲
ス
コ
ト
ヲ
要
ス
ル
」）、
花
岡
・
前
掲
注
（

）
一
三
七
頁
、
石
井
照
久
『
註
解
株

47

3

式
會
社
法
第
一
巻
設
立
』（
昭
和
二
八
年
一
二
月
）
六
六
頁
、
島
本
英
夫
『
新
版
会
社
法
要
綱
』（
昭
和
三
八
年
四
月
）
四
頁
、
津
田
・
前

掲
注
（

）
三
〇
〜
三
一
頁
、
谷
川
久
「
§

」
上
柳
克
郎
ほ
か
（
編
）『
新
版
注
釈
会
社
法
⑴
』
会
社
総
則
、
合
名
会
社
、
合
資
会
社
』

12

52

（
昭
和
六
〇
年
九
月
）
三
九
頁
、
高
鳥
正
夫
『
新
版
会
社
法
』（
平
成
三
年
二
月
）
六
〜
七
頁
、
宮
島
司
『
会
社
法
概
説
〔
第
三
版
補
正
2

版
〕』（
平
成
一
六
年
一
〇
月
）
六
〜
七
頁
。

（

）
有
限
会
社
法
一
条
一
項
の
「
業
ト
ス
ル
」
に
つ
い
て
、
同
様
に
解
す
る
見
解
と
し
て
、
津
田
・
前
掲
注
（

）
三
七
頁
。

65

12

（

）
横
塚
・
前
掲
注
（

）
五
八
頁
「

ニ
所
謂
商
行
爲
ヲ
業
ト
爲
ス
ト
ハ
營
利
ノ
目
的
ヲ
以
テ
繼
續
的
ニ
商
行
爲
ヲ
營
ム
ヲ
云
フ
」。

66

3

同
旨
、
椎
津
盛
一
『
會
社
法
要
義
』（
昭
和
七
年
一
月
）
一
八
頁
、
横
田
正
俊
『
増
訂
会
社
法
講
義
』（
昭
和
二
一
年
一
〇
月
）
六
頁
、
河

本
一
郎
『
現
代
会
社
法
〈
新
訂
第
八
版
〉』（
平
成
一
一
年
五
月
）
三
一
頁
、
山
本
爲
三
郎
『
会
社
法
の
考
え
方
〈
第

版
〉』（
平
成
一
五

4

年
四
月
）
四
頁
。

（

）
岡
野
敬
次
郎
『
會
社
法
講
義
案
』（
大
正
九
年
一
二
月
）（
會
社
法
講
義
案
日
本
立
法
資
料
全
集
別
巻

・
復
刻
版
・
平
成
二
一
年
一

67

550

一
月
）
三
頁
「
業
ト
ス
ル
ト
ハ
利
益
ヲ
得
ル
意
思
ヲ
以
テ
同
形
同
種
ノ
一
團
ノ
商
行
爲
ヲ
爲
ス
ヲ
謂
ヒ
其
義
商
人
カ
商
行
爲
ヲ
爲
ス
ヲ
業

法学研究 85 巻 1 号（2012：1）

28



ト
ス
ル
（
四
）
ニ
同
シ
」、
岡
野
敬
次
郎
『
會
社
法
』（
昭
和
四
年
九
月
）（
會
社
法
日
本
立
法
資
料
全
集
別
巻

・
復
刻
版
・
平
成
二
一

549

年
一
〇
月
）
五
頁
は
、「
會
社
ハ
商
行
爲
ヲ
爲
ス
ヲ
業
ト
ス
ル
社
團
法
人
ヲ
謂
フ
〈
中
略
〉
商
行
爲
ト
ハ
物
的
商
行
爲
若
ク
ハ
人
的
商
行

爲
ナ
ラ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
業
ト
ス
ル
ト
ハ
利
益
ヲ
得
ル
ノ
意
思
ヲ
以
テ
ス
ル
作
用
ノ
集
合
ヲ
謂
フ
等
其
他
商
人
ニ
關
シ
テ
說
明
シ
タ
ル
所
之

ヲ
會
社
ニ
應
用
ス
ル
ヲ
得
ル
ナ
リ
」
と
し
て
い
る
。

（

）
松
本
烝
治
『
會
社
法
講
義
』（
大
正
五
年
一
一
月
）
一
八
頁
は
、「

ニ
所
謂
業
ト
ス
ル
ト
ハ
商
法
第
四
條
ニ
云
フ
所
ト
同
シ
ク
所

68得
ノ
通
常
ノ
淵
源
ト
ス
ル
目
的
ヲ
以
テ
同
種
ニ
シ
テ
連
續
セ
ル
一
團
ノ
私
法
的
行
爲
ヲ
爲
ス
ヲ
謂
フ
」
と
さ
れ
る
。

（

）
津
田
・
前
掲
注
（

）
三
一
頁
。

69

12

（

）
齊
藤
助
堯
『
倉
庫
法
釋
義
』（
大
正
一
三
年
五
月
）
一
三
六
頁
に
よ
れ
ば
、
農
業
の
保
護
奨
励
の
趣
旨
と
さ
れ
る
。

70
（

）
こ
れ
ら
の
法
文
に
営
利
性
を
補
う
べ
き
と
し
て
、
そ
れ
を
「
業
ト
ス
ル
」
の
中
に
補
う
と
解
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
積
極
的
理
由
は

71な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

（

）
葉
玉
匡
美
「
会
社
の
目
的
」
江
頭
憲
治
郎
ほ
か
（
編
）『
会
社
法
大
系

﹇
会
社
法
制
・
会
社
概
論
・
設
立
﹈』（
平
成
二
〇
年
九
月
）

72

1

一
一
〇
〜
一
一
一
頁
、
山
本
爲
三
郎
「
会
社
の
法
的
性
質
と
新
会
社
法
」
法
の
支
配
一
五
三
号
（
平
成
二
一
年
四
月
）
三
七
頁
、
大
賀
祥

充
「
会
社
設
立
の
法
理
」『
現
代
企
業
法
学
の
理
論
と
動
態
奥
島
孝
康
先
生
古
稀
記
念
論
文
集
《
上
篇
》』（
平
成
二
三
年
一
〇
月
）
九
七

頁
。

（

）
そ
こ
で
求
め
ら
れ
る
営
利
性
の
意
味
を
希
薄
化
さ
せ
て
そ
の
要
件
を
満
た
す
と
考
え
る
の
だ
と
す
る
と
、
そ
の
営
利
性
と
、
会
社
に

73営
利
性
が
な
い
と
い
う
と
き
の
営
利
性
と
、
営
利
性
の
意
味
を
使
い
分
け
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

（

）
会
社
の
営
利
性
に
つ
い
て
は
な
お
論
ず
べ
き
こ
と
が
あ
る
の
で
、
別
稿
に
お
い
て
検
討
す
る
予
定
で
あ
る
。（
杉
田
貴
洋
「
会
社
の

74営
利
性
と
商
人
性
」
山
本
爲
三
郎
（
編
）『
企
業
法
の
法
理
』（
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
）
所
収
予
定
）

【
追
記
】

本
稿
執
筆
に
際
し
て
、
法
の
経
済
分
析
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
に
て
報
告
の
機
会
を
得
た
。

商人概念における営利性
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